
リスク
シナリオ

枝番 施策の推進方針 担当部局 担当課 事業名 具体的内容 令和８年度の取組 担当課 担当係

1-1 1

奈良県耐震改修促進計画に基づき住宅・建築物の耐震化を進めているところであるが、市町村の補助を活
用した耐震診断・耐震改修の実績はあるものの住宅及び多数の者が利用する民間建築物は目標耐震化率
の達成には至っていない。地震被害を軽減するため、国の支援制度（住宅・建築物安全ストック形成事業）等
を有効活用し、耐震化の取組を進める。

まちづくり推進
局

建築安全課 住宅・建築物耐震対策等補助事業
住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修補助を実施する
市町村を支援することにより、耐震診断及び耐震改修
を促進

３９市町村で耐震診断事業を実施、３２市町村で耐震
改修事業を実施

建築安全課 建築審査係

1-1 1

奈良県耐震改修促進計画に基づき住宅・建築物の耐震化を進めているところであるが、市町村の補助を活
用した耐震診断・耐震改修の実績はあるものの住宅及び多数の者が利用する民間建築物は目標耐震化率
の達成には至っていない。地震被害を軽減するため、国の支援制度（住宅・建築物安全ストック形成事業）等
を有効活用し、耐震化の取組を進める。

まちづくり推進
局

建築安全課
住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建
築物耐震化促進事業）

既存建築物の耐震化に係る普及啓発等を実施

・建築物の所有者等の団体が開催する研修会等にお
ける講演や相談に応じるため、耐震に関する専門技
術者を派遣
・住宅の耐震化を促進するため、耐震診断・改修事業
者の技術力向上を図る講習会を実施
・耐震改修促進計画関連調査業務の実施

建築安全課 建築審査係

1-1 2
公立小中学校施設の耐震化率は令和７年４月１日現在１００％を達成しているが、避難所として利用されるこ
ともある屋内運動場等（体育館・武道場・講堂・屋内プール）の吊り天井等の落下防止対策実施率は９８．
７％に留まっているため、対策実施の一層の促進を図る。

教育委員会 学校支援課 市町村立学校耐震対策推進事業
市町村立学校の耐震化を図るため、市町村が国庫補
助申請する際に助言等を行う他、国の財政支援制度等
に関する情報提供を行うなど支援を実施

市町村教委学校施設主管課に対し、耐震化推進に必
要な情報提供や助言等を実施

学校支援課 施設管理係

1-1 3

令和７年４月１日現在の県立学校の耐震化率は、１００％（高等学校１００％、特別支援学校１００％）である。
高等学校については、全国的に見ても耐震化率が低かったことから、平成２５年度から２９年度までを耐震化
整備集中期間とし耐震化を進め、平成３０年度以降も引き続き計画的に耐震化を進めており、令和４年度末
に耐震化率１００％を達成。今後、非構造部材についても点検を継続して行い、耐震対策の充実を図る。

教育委員会 学校支援課 令和４年度末時点で耐震化率100%を達成 学校支援課
長寿命化整備
係

1-1 4
特別養護老人ホームなどについては予算化し耐震化を促進しており、補助金を活用する等して耐震化する
よう、引き続き施設等へ周知し、保育所、障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの社会福祉施設の耐
震化を促進する。

福祉保険部
こども・女性局

障害福祉課
介護保険課
こども保育課
こども家庭課

障害者（児）福祉施設整備事業
高齢者施設等の防災・減災対策等整備促進
事業

国庫補助を活用した社会福祉施設等整備事業
国の交付金を活用できる施設について、市町村、施設
に周知

社会福祉施設等の整備促進（障害：３箇所）
国の交付金を活用できる施設について、市町村、施
設に周知する

障害福祉課
介護保険課

総務・施設係
介護計画係

1-1 5
地震による緊急輸送道路ネットワークの遮断を回避するため、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化を推進
する。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

橋りょう耐震補強事業

・橋りょう耐震補強事業
　緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
　国道169号清水谷橋外13橋

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係

1-1 6
鉄道施設の被害を未然に防止し、倒壊等による被害の拡大を防ぐため、鉄道事業者が実施する鉄道駅等の
耐震化を促進する。

県土マネジメン
ト部

リニア・地域交
通課

鉄道駅耐震補強事業
地震による鉄道施設の被害の未然防止や拡大防止の
ため、鉄道駅等の耐震化を支援

鉄道事業者に対し、事業実施予定等についてヒアリン
グを実施
（令和８年度は事業実施予定なし）

リニア・地域交
通課

リニア・交通ま
ちづくり推進係

1-1 7

老朽化した県営住宅について、居住者の安全確保の観点から、地域居住機能再生推進事業による近鉄大
福駅周辺地区整備事業での県営桜井団地やその他の公営住宅整備事業による建替えに加え、耐用年数の
残る県営住宅への住み替えや耐震性が不足する集会所について公営住宅整備事業や公営住宅等ストック
総合改善事業による改修等で耐震性を確保すること等により、県営住宅居住者の地震時被害を軽減させる
ための総合的な取組を進める。

まちづくり推進
局

住宅課
近鉄大福駅周辺地区拠点整備事業（県営住
宅桜井団地建替）

桜井市とのまちづくりに関する包括協定に基づく、県営
住宅桜井団地の建替事業を核とした拠点整備計画を推
進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

第２期　新築工事等 住宅課 住まい企画係

1-1 7

老朽化した県営住宅について、居住者の安全確保の観点から、地域居住機能再生推進事業による近鉄大
福駅周辺地区整備事業での県営桜井団地やその他の公営住宅整備事業による建替えに加え、耐用年数の
残る県営住宅への住み替えや耐震性が不足する集会所について公営住宅整備事業や公営住宅等ストック
総合改善事業による改修等で耐震性を確保すること等により、県営住宅居住者の地震時被害を軽減させる
ための総合的な取組を進める。

まちづくり推進
局

住宅課 県営住宅ストック総合改善事業

耐用年数が残る建物については維持保全、長寿命化を
図るための改修等を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

大規模改修工事　５団地１２棟 住宅課 住まい企画係

1-1 7

老朽化した県営住宅について、居住者の安全確保の観点から、地域居住機能再生推進事業による近鉄大
福駅周辺地区整備事業での県営桜井団地やその他の公営住宅整備事業による建替えに加え、耐用年数の
残る県営住宅への住み替えや耐震性が不足する集会所について公営住宅整備事業や公営住宅等ストック
総合改善事業による改修等で耐震性を確保すること等により、県営住宅居住者の地震時被害を軽減させる
ための総合的な取組を進める。

まちづくり推進
局

住宅課 県営住宅ストック総合改善事業

耐用年数が経過した県営住宅の住戸の入居者に対し、
移転費用を補助することにより、耐用年数が経過してい
ない他の県営住宅やその他の住宅への移転を促進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

入居者の他団地等への移転を促進 住宅課 総務管理係

1-1 7

老朽化した県営住宅について、居住者の安全確保の観点から、地域居住機能再生推進事業による近鉄大
福駅周辺地区整備事業での県営桜井団地やその他の公営住宅整備事業による建替えに加え、耐用年数の
残る県営住宅への住み替えや耐震性が不足する集会所について公営住宅整備事業や公営住宅等ストック
総合改善事業による改修等で耐震性を確保すること等により、県営住宅居住者の地震時被害を軽減させる
ための総合的な取組を進める。

まちづくり推進
局

住宅課 県営住宅建替等加速化事業

管理戸数の適正化を考慮し、県営住宅の建替や大規
模改修工事の実施や耐用年数を超過した県営住宅か
ら耐用年数未超過のものへの移転促進を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

建替等の基本計画、基本構想策定、地盤調査 住宅課 住まい企画係

1-1 8
県営住宅について、建替えに加え、公営住宅等ストック総合改善事業による長寿命化のためのストック改善
を進めるとともに、民間住宅について、長期優良住宅の普及等により住宅の質の向上を図る。

まちづくり推進
局

住宅課 県営住宅ストック総合改善事業

県営住宅の耐用年数が残る建物については維持保
全、長寿命化を図るための改修等を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照
民間住宅については、住宅の質の向上を図る講演会な
どの実施

県営住宅の大規模改修工事　５団地１２棟
民間住宅のリフォーム等に関する講演会開催

住宅課 住まい企画係

1-1 9 住宅の地震時における家具の転倒防止対策等の普及・啓発を図る。
総務部知事公
室

防災統括室 「わが家の災害対策」のＨＰ掲出
地震に備えるため日頃から家具の固定や配置を見直す
こと等についてまとめた「わが家の災害対策」パンフレッ
トをＨＰで掲出することで、県民への災害啓発を図る

ＨＰでの閲覧 防災統括室 防災企画係

1-1 10
住宅の新築において中間検査、完了検査を徹底させることにより法の的確な執行を確保、既存建築物につ
いて定期報告制度や防災査察による安全性等の確保をすることにより、出火防止対策を実施する。

まちづくり推進
局

建築安全課 違反建築物対策推進事業
違反建築の早期発見及び是正指導の実施並びに違反
建築の未然防止

・本庁及び郡山・高田土木事務所に建築物巡視員を
配置しパトロールを行うことで、違反建築の早期発見・
是正指導を実施。
・建築基準法に基づく中間・完了検査の検査率の向上
を促し、違反建築の未然防止を実施

建築安全課
監察・盛土企画
係

1-1 11
老朽化した空き家が増加する中で、地域の住民の安全を確保し住み続けられる地域づくりを進める観点か
ら、市町村による空き家の再生や除却等を促進する。

まちづくり推進
局

住宅課 市町村空き家対策推進事業

社会的な問題となっている空き家増加の予防策及び対
応策として、空き家担当市町村職員の技術力等の向上
を図るための講習会等を奈良県空き家対策連絡会議に
おいて開催

・空き家対策連絡会議を開催　２回
・空き家担当市町村職員の技術力向上等の講習会を
実施　２回

住宅課 住まい支援係

1-1 12
市街地における道路空間には、避難路・救援路（災害発生時に被災者の避難及び救助のための通路）や、
災害遮断（災害の拡大を抑え遮断するための空間）等の都市防災機能があるため、今後も着実に改良を進
める。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 都市計画道路の整備

都市計画道路の整備を推進（(都)西九条佐保線、（都）
大安寺柏木線、（都）城廻り線、（都）元町畠田線、(都)
畝傍駅前通り線　等）
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

(都)西九条佐保線、（都）大安寺柏木線、（都）城廻り
線、（都）元町畠田線、(都)畝傍駅前通り線等の整備
推進

道路建設課 街路係

1-1 13
緊急輸送道路や避難所へのアクセス道、避難路等災害の被害の拡大の防止を図るために必要な道路の無
電柱化を推進する。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 市街地幹線道路等における無電柱化の推進

国道１６８号王寺道路、国道１６８号香芝王寺道路、国
道３０８号、三輪山線、(都)西九条佐保線、（都）大安寺
柏木線、（都）城廻り線、（都）畝傍駅前通り線　等の無
電柱化を推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

国道１６８号香芝王寺道路、畝傍駅前通り線等、無電
柱化を推進

道路建設課
事業係
街路係

第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

耐震化の取組：完了
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第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

1-1 14

大地震時の宅地の安全性を確保するため、第１次スクリーニングとして大規模盛土造成地の概ねの位置や
規模について調査を終え、大規模盛土造成地マップを公表した。今後、マップの周知を図るとともに、第２次
スクリーニングを計画的に進めるために、調査の優先度を決定し、優先度の高い大規模盛土造成地から現
場調査と安全性の検証を行う。また、その結果を踏まえ、必要に応じて滑動崩落防止工事の実施を推進す
る。

まちづくり推進
局

建築安全課
市町村が実施する第２次スクリーニングに対
する補助事業

大規模盛土造成地の安全性を把握するため、安全性把
握調査（第２次スクリーニング）を実施する市町村に対し
補助

大規模盛土造成地の安全性を把握するため、安全性
把握調査（第２次スクリーニング）を実施する市町村に
対し補助

建築安全課
監察・盛土企画
係

1-1 15
県外就業率・就学率が高く、観光客が多いという本県の特性を踏まえ、県外就業者・就学者（県民）や企業等
に対する啓発や、「関西広域帰宅困難者対策ガイドライン」に基づく取組の推進、観光客向けの避難場所の
確保、災害対応訓練などを行う。

総務部知事公
室、産業部観
光局

防災統括室
観光戦略課

帰宅困難者対策事業
県、奈良市の防災・観光部局及び関係民間団体による
奈良市周辺の帰宅困難者対策に関する協議を実施

奈良市と連携し、特にインバウンドが集中する奈良公
園周辺における帰宅困難者対策について、具体的な
対応策に関する協議を実施。

観光経済課 企画調整係

1-1 15
県外就業率・就学率が高く、観光客が多いという本県の特性を踏まえ、県外就業者・就学者（県民）や企業等
に対する啓発や、「関西広域帰宅困難者対策ガイドライン」に基づく取組の推進、観光客向けの避難場所の
確保、災害対応訓練などを行う。

総務部知事公
室、産業部観
光局

防災統括室
観光戦略課

帰宅困難者対策事業
関西広域連合における帰宅困難者対策の取り組み・協
議に参画

帰宅困難者対策ガイドラインについて協議を実施 防災統括室 防災企画係

1-2 1

浸水被害から市街地等を守るため、国による大和川直轄遊水地整備や大和川河川改修を促進する。また、
県管理河川の改修や堆積土砂撤去、河道内樹木伐採などの「ながす対策」に加え、１００年に1度の大雨に
も耐えられることを目標とする「奈良県平成緊急内水対策事業」などの「ためる対策」、避難勧告等に活用す
る水防情報の強化など、ハード対策とソフト対策が一体となった流域全体の総合的な治水対策を推進する。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 直轄河川事業（遊水地整備・河川改修） 直轄遊水地整備や大和川の河川改修等を促進 直轄遊水地整備や大和川河川改修を促進 河川整備課 総務管理係

1-2 1

浸水被害から市街地等を守るため、国による大和川直轄遊水地整備や大和川河川改修を促進する。また、
県管理河川の改修や堆積土砂撤去、河道内樹木伐採などの「ながす対策」に加え、１００年に1度の大雨に
も耐えられることを目標とする「奈良県平成緊急内水対策事業」などの「ためる対策」、避難勧告等に活用す
る水防情報の強化など、ハード対策とソフト対策が一体となった流域全体の総合的な治水対策を推進する。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 河川改良事業

県北部の治水安全度向上を図るため、河川改良等を実
施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

秋篠川等で河川改修を実施 河川整備課 河川整備係

1-2 1

浸水被害から市街地等を守るため、国による大和川直轄遊水地整備や大和川河川改修を促進する。また、
県管理河川の改修や堆積土砂撤去、河道内樹木伐採などの「ながす対策」に加え、１００年に1度の大雨に
も耐えられることを目標とする「奈良県平成緊急内水対策事業」などの「ためる対策」、避難勧告等に活用す
る水防情報の強化など、ハード対策とソフト対策が一体となった流域全体の総合的な治水対策を推進する。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 内水対策推進事業
奈良県平成緊急内水対策事業の推進、直轄遊水地と
一体となった内水対策の検討

・奈良県平成緊急内水対策事業を推進
・直轄遊水地と一体となった内水対策の検討等

河川整備課 河川計画係

1-2 1

浸水被害から市街地等を守るため、国による大和川直轄遊水地整備や大和川河川改修を促進する。また、
県管理河川の改修や堆積土砂撤去、河道内樹木伐採などの「ながす対策」に加え、１００年に1度の大雨に
も耐えられることを目標とする「奈良県平成緊急内水対策事業」などの「ためる対策」、避難勧告等に活用す
る水防情報の強化など、ハード対策とソフト対策が一体となった流域全体の総合的な治水対策を推進する。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 内水対策事業
市町村の流域対策に対し国庫と合わせ県費補助を実
施

河合町不毛田川調整池外７箇所に対する財政支援 河川整備課 河川計画係

1-2 2
水田貯留の機能に着目し、水田の保全を目的に平成２４年度から取組をはじめており、今後も効果的・組織
的な取組を進める。

食農部 農村振興課 県営ほ場整備事業
農地を治水利用するため排水口改良など、条件整備を
実施

排水口改良など条件整備を実施 農村振興課
農地環境・水利
防災係

1-2 3

県管理の河川堤防、ダム、樋門について適切な維持管理を行うため、ダム、樋門等河川管理施設の老朽化
対策を推進するとともに、南海トラフ巨大地震等に備えた耐震対策を行う。そのほか、県内に設置されている
国、市、水資源機構、関西電力、電源開発等が管理する各ダム施設についても、老朽化対策及び耐震対策
を促進する。

県土マネジメン
ト部

河川整備課
補助ダム堰堤改良事業
ダム施設維持修繕
河川改良事業

ダムや樋門について、長寿命化計画に基づいた修繕を
実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

天理ダム、白川ダム、大門ダム、初瀬ダムのダム管理
用設備、樋門等の更新などを実施

河川整備課 河川整備係

1-2 4
平成２４年度に完成した大滝ダムの効果を最大限発現させるため、国及び県が協力しながら紀の川の改修
を進め、国及び県管理区間における未改修区間の対応を進める。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 河川改良事業

南部・東部地域の治水安全度向上を図るため河川改良
を実施（淀川流域、紀の川流域）
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

紀の川等で河川改修を実施 河川整備課 河川整備係

1-2 4
平成２４年度に完成した大滝ダムの効果を最大限発現させるため、国及び県が協力しながら紀の川の改修
を進め、国及び県管理区間における未改修区間の対応を進める。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 直轄河川事業（紀の川） 紀の川の河川改修を実施 紀の川における河川改修を促進 河川整備課 総務管理係

1-2 5
紀伊山地は土砂流出・堆積の著しい流域が存在することや複数の管理者によるダムが整備されていること
から、堆積土砂対策や利水ダムの治水運用の拡大など、洪水対応等の危機管理に向けた国による上下流
一貫した総合的な治水対策を促進する。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

直轄砂防事業（紀伊山系） 紀伊山系における土砂災害対策を実施 紀伊山系における土砂災害対策を促進
砂防・災害対策
課

砂防係

1-2 5
紀伊山地は土砂流出・堆積の著しい流域が存在することや複数の管理者によるダムが整備されていること
から、堆積土砂対策や利水ダムの治水運用の拡大など、洪水対応等の危機管理に向けた国による上下流
一貫した総合的な治水対策を促進する。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 河川改良事業
新宮川水系において堆積土砂撤去等により治水安全
度向上を推進する

川原樋川等で堆積土砂撤去を実施 河川整備課 河川整備係

1-2 6
平成２７年の水防法改正を受け想定最大規模降雨を対象とした洪水浸水想定区域図は、水位周知河川であ
る２３河川の全てについて令和２年３月に公表しているが、水防法に定めのない小規模河川についても、住
民に対して、きめ細かく水害リスクを周知するため、小規模河川の洪水浸水想定区域図作成を進めていく。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 河川情報基盤整備事業

・作成した洪水浸水想定区域図データを閲覧・活用でき
るシステム構築が完了し、システムの周知を推進。
・市町村担当者に対するハザードマップ作成支援を行
う。

・洪水浸水想定区域図データ閲覧システムの周知の
推進
・市町村へのハザードマップ作成支援

河川整備課 水防災対策係

1-2 7
より迅速な避難を促す河川情報を効率的・効果的に発信・提供するため、洪水時の水位観測に特化した危
機管理型水位計と簡易型河川監視カメラをきめ細かな水位把握が必要な場所に設置する等、水防情報の
発信の強化を図る。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 河川情報基盤整備事業
樋門閉鎖状況をリアルタイムに把握し、内水氾濫発生
時における速やかな住民避難を実現するため、内水氾
濫の通知システムの検討を行う。

内水氾濫通知システムの検討 河川整備課 水防災対策係

1-2 8
農業用ため池のうち、決壊した場合に下流の家屋等に影響を及ぼすおそれのある防災重点農業用ため池に
ついて、老朽度や耐震性能等の調査を進めるとともに、調査結果に基づく対策の着手を推進する。

食農部 農村振興課
県営防災対策事業
団体営防災対策事業

防災重点農業用ため池の老朽度や耐震性能等の調査
を実施する市町村に対して支援するとともに、県営・団
体営事業により対策工事を行う。

老朽度や耐震性能等の調査を18市町で実施。5地区
で対策工事を実施。

農村振興課
農地環境・水利
防災係

1-3 1

紀伊半島大水害等、近年の土砂災害を教訓として、『住民の命を守る行動』、『命を守る備え』を支える真に
必要な対策を推進するため、紀伊半島大水害や平成３０年７月豪雨等、近年の土砂災害を教訓として策定し
た奈良県土砂災害対策施設整備計画（令和６年１２月改定）に基づき、土砂災害特別警戒区域（レッド区域）
内の２４時間利用の要配慮者利用施設の保全や避難所に対して区域外への移転を指導するとともに、奈良
県土砂災害緊急安全確保対策事業の活用を促し、移転困難な避難所については保全を実施する。また、緊
急輸送道路でもある紀伊半島アンカールートの保全を優先して実施する。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

土砂災害対策事業（通常砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業）

土砂災害に対するハード対策（地すべり対策、土石流
対策、急傾斜対策）を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

避難所移転指導及び支援

引き続き、土砂災害に対するハード対策（地すべり対
策、土石流対策、急傾斜対策）を実施

避難所の移転指導とともに補助金による市町村の安
全な避難所確保を支援

砂防・災害対策
課

砂防係

1-3 2
紀伊半島大水害で深層崩壊による河道閉塞が発生した栗平地区等４地区における国による砂防事業の着
実な実施に併せ、土砂の生産・流出が著しい熊野川流域において、国による土砂災害対策計画の策定・実
施によって、地域の安全・安心を向上させる。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

直轄砂防事業（紀伊山系） 紀伊山系における大規模土砂災害対策等 紀伊山系における土砂災害対策を促進
砂防・災害対策
課

砂防係

1-3 3
亀の瀬地すべりについては、地すべりが再発した場合の地域への影響の大きさに鑑み、国による事業の継
続と施設の維持管理、及び万全な監視・観測体制に併せ、関係機関との連絡体制の強化など、豪雨及び地
震の想定を含めた危機管理体制の構築を図ることで、地域の安全・安心を向上させる。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 直轄地すべり対策事業（亀の瀬地区） 亀の瀬地すべり対策事業を促進 亀の瀬地すべり対策を促進 河川整備課 総務管理係

1-3 4
木津川上流域においては、土石流危険渓流が集中していることから、安全な生活基盤の確保に向けた国に
よる事業の実施を促進し、地域の安全・安心を向上させる。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

直轄砂防事業（木津川水系） 木津川上流域における砂防事業等を促進 木津川上流域における砂防事業等を促進
砂防・災害対策
課

砂防係

1-3 5
災害発生時、二次災害を防止するため、斜面の判定を行う斜面判定士を育成（全国砂防ボランティア協議会
認定）する。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

－ － －
砂防・災害対策
課

総務管理係

1-3 6
盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域内にある既存盛土
等で、災害が発生するおそれのあるものについては、勧告や改善命令等を行い、安全対策を実施することが
求められる。盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査を行う。

まちづくり推進
局

建築安全課
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基
礎調査事業

盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定
盛土等規制法に基づく基礎調査を実施

盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特
定盛土等規制法に基づく基礎調査（既存盛土等調査）
を実施

建築安全課
監察・盛土企画
係

1-3 7
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域について、令和２年３月に完了した全県における区域指定に
引き続き、地形改変等のあった箇所や新規箇所における２巡目基礎調査を行う。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

土砂災害基礎調査・指定推進事業 土砂災害に対するソフト対策（基礎調査）を実施 ２巡目の土砂災害基礎調査を実施
砂防・災害対策
課

災害対策係



リスク
シナリオ

枝番 施策の推進方針 担当部局 担当課 事業名 具体的内容 令和８年度の取組 担当課 担当係

第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

1-3 8
ゲリラ豪雨や大型台風などの異常気象、南海トラフ巨大地震等の大規模地震への備えとして、大規模土砂
災害の監視・警戒・避難の体制構築を行う。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

大規模土砂災害に対する支援事業

大規模土砂災害に対する情報提供および土砂災害地
域防災マップづくりガイドラインの市町村担当者への普
及を図り、市町村の大規模土砂災害の監視・警戒・避
難の体制づくりを支援

・紀伊山系直轄砂防事業と連携した迅速な被害の把
握
・大規模土砂災害に対する情報提供支援を実施
・県民に対して地域防災マップづくりワークショップを
実施

砂防・災害対策
課

災害対策係

1-3 9
『土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律』に基づき、市町村地域防災計画に
定めた避難場所・避難経路などを周知するため、県で実施中の２巡目基礎調査を反映した市町村が行うハ
ザードマップの作成、公表及び土砂災害に係る避難訓練の実施主体である市町村を支援する。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

警戒避難体制整備支援事業
市町村担当者に対するハザードマップ作成支援や市町
村の防災訓練を支援

・ハザードマップ作成のためのデータ提供や、市町村
の防災訓練に合わせた土砂災害防止に関する出前
講座を実施

砂防・災害対策
課

災害対策係

1-4 1
現在全ての市町村において具体的な発令基準を定めているが、市町村が災害時に円滑に基準を運用し、適
切な避難勧告等の発令が行えるよう、訓練などを通して引き続き支援する。

県土マネジメン
ト部
総務部知事公
室

河川整備課
防災統括室

市町村住民避難対策支援事業
河川の上流と下流の市町村間で整合のとれた避難勧
告等の発令基準を作成することを目指し、市町村、県及
び関係機関で検討会を開催

河川の上流と下流の市町村間で整合のとれた避難勧
告等の発令基準を作成することを目指し、市町村、県
及び関係機関で訓練や会議等を実施

防災統括室
河川整備課

防災企画係
水防災対策係

1-4 2
奈良県災害リスク情報システムをより一層、警戒避難行動に活用いただけるように、引き続き、啓発活動等
により市町村及び住民の方に対して、システム活用に関する周知を図る。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

土砂災害防災情報システム整備事業
土砂災害警戒情報等の土砂災害に係る危険度情報を
県民等に配信するシステムの管理と啓発活動を実施

・土砂災害警戒情報の迅速な提供や警戒区域の的確
な周知を県民等に行うためシステムを維持更新
・土砂災害防止に関する出前講座や啓発イベントを実
施

砂防・災害対策
課

災害対策係

1-4 3
より迅速な避難を促す河川情報を効率的・効果的に発信・提供するため、洪水時の水位観測に特化した危
機管理型水位計と簡易型河川監視カメラをきめ細かな水位把握が必要な場所に設置する等、水防情報の
発信の強化を図る。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 河川情報基盤整備事業
樋門閉鎖状況をリアルタイムに把握し、内水氾濫発生
時における速やかな住民避難を実現するため、内水氾
濫の通知システムの検討を行う。

内水氾濫通知システムの検討 河川整備課 水防災対策係

1-4 4
迅速な避難に役立つ土砂災害危険度情報や土砂災害警戒区域、法規制箇所などをより効果的に発信・提
供するため、新たなリスク情報の公表や情報発信ツールの改善を行うなど、引き続き、市町村及び住民への
避難行動に役立つ情報の効果的な発信を推進する。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

災害リスク情報システム整備事業
災害リスク情報システムや砂防・災害対策課HPを活用
したデータベース化及び情報発信を実施

災害リスク情報システム等を活用した危険度情報等
の情報発信、最新の土砂災害警戒区域等の情報発
信、法規制箇所のデータベース化及び情報発信につ
いて実施

砂防・災害対策
課

災害対策係

1-4 5
市町村と連携し、県営都市公園のオープンスペースについて避難経路や避難地としての活用を図り、来園者
の安全な避難誘導のため、園路のバリアフリー化を推進する

まちづくり推進
局

公園企画課 補助都市計画公園事業 公園施設のバリアフリー化や、休憩施設等の拡充
「ぬくもりあふれる公園プロジェクト」による公園施設の
更新・拡充

公園企画課 都市公園係

1-4 6
市町村が発令する避難指示等の防災情報を、県防災情報システムを活用してＬアラートや防災ポータルを通
じて住民に迅速かつ的確に情報伝達するため、定期的な訓練や運用試験により安定した運用を維持する。

総務部知事公
室

防災統括室 市町村住民避難対策支援事業
市町村において適切な避難指示等の発令が行えるよう
訓練等を実施

防災気象情報の変更に伴う避難指示等についての説
明会及びシステム運用についての説明会を開催する
とともに、システムを用いた訓練を実施

防災統括室 防災施設係

1-4 6
市町村が発令する避難指示等の防災情報を、県防災情報システムを活用してＬアラートや防災ポータルを通
じて住民に迅速かつ的確に情報伝達するため、定期的な訓練や運用試験により安定した運用を維持する。

総務部知事公
室

防災統括室 防災行政通信ネットワーク運営事業
奈良県防災行政通信ネットワークの保守管理を行い、
安定した運用を維持

機器の定期点検、及び、システム操作習熟のための
説明会を実施

防災統括室 防災施設係

1-4 7
県内の市町村、消防機関及び防災関係機関における相互の非常通信として、有線回線、衛星回線及び衛
星携帯電話回線による県防災行政通信ネットワークシステムを平成２９年度から運用開始しており、定期的
な訓練や運用試験により安定した運用を維持する。

総務部知事公
室

防災統括室 防災行政通信ネットワーク運営事業
奈良県防災行政通信ネットワークの保守管理を行い、
安定した運用を維持

機器の定期点検、及び、非常通信操作習熟のための
説明会・操作訓練等を実施

防災統括室 防災施設係

1-4 8
救助活動の効率化・円滑化のため、災害時における安否不明者等の氏名等を公表できるよう、市町村ととも
に安否情報の提供体制を構築しておく。その際、個人情報の取り扱いについて十分に配慮する。

総務部知事公
室

防災統括室 安否情報システム全国一斉訓練への参加
消防庁が実施する訓練に参加し、同システムに係る事
務の習熟を図る

年２回の訓練に参加 防災統括室 危機対策係

1-4 8
救助活動の効率化・円滑化のため、災害時における安否不明者等の氏名等を公表できるよう、市町村ととも
に安否情報の提供体制を構築しておく。その際、個人情報の取り扱いについて十分に配慮する。

総務部知事公
室

防災統括室
災害時における安否不明者等の氏名等公表
方針を整備

災害時における安否不明者等の氏名等公表方針等、
対応を整備し、災害時の対応力強化を図る

安否不明者等の氏名等公表の手順について、市町
村・警察・消防と共有

防災統括室 危機対策係

1-4 9
災害時のアクセス集中による接続障害を回避するため、自治体情報セキュリティクラウドにＣＤＮ機能を整備
し、ホームページ情報を別サーバにキャッシュすることで、安定した情報発信を可能とする。

総務部
デジタル管理
室

自治体情報セキュリティクラウド運
営事業

県及び市町村のインターネット出口を一本化して２４時
間３６５日集中監視を行う「奈良県自治体情報セキュリ
ティクラウド」を運用している。
この中でホームページへの大量アクセスがあった際の
負荷分散機能であるCDN機能を運用し、災害でアクセ
ス集中した場合でも県公式ホームページからの安定し
た情報発信を継続できる体制を構築している。

引き続きCDN機能を含めた奈良県自治体情報セキュ
リティクラウドの運用を継続。

デジタル管理
室

ネットワーク係

1-4 10
災害発生時に、過疎地や辺地など地理的に条件不利な地域において、携帯電話等を利用可能とするため、
国、通信事業者に働きかけることで、携帯電話基地局の整備促進に取り組む。

総務部
デジタル戦略
課

携帯電話等エリア整備事業
携帯電話の不感地域解消を目的とした携帯電話用基
地局を整備する市町村に対し補助

令和７年度整備完了分に対し補助。
デジタル戦略
課

地域情報化推
進係

1-4 11
市町村職員や避難支援等関係者に対し、平時における避難行動要支援者名簿の提供や個別避難計画の
作成について、個々の課題を把握したうえで避難支援の実効性を高めるために必要なノウハウの提供を行
う。

福祉保険部 地域福祉課 災害時要配慮者支援事業
市町村が行う平常時における避難行動要支援者情報
の外部提供や個別避難計画の作成等について、好事
例の普及や情報提供等の支援を行う。

個別避難計画の作成について、市町村における個別
避難計画作成にかかる取組がより一層進むよう、市
町村福祉部局及び防災部局職員向けの研修会を開
催。また、市町村の実態調査に加え、市町村を個別に
訪問し、取組課題の共有及び課題解決に向けた支援
を実施。

地域福祉課
地域福祉推進
係

1-4 12
社会福祉施設は、非常災害時に対する避難計画を立てることとなっており、計画の有無等を把握し、監査実
施時等に詳細を確認しているものもあるが、引き続き、必要に応じて計画の作成や見直しを働きかける。

福祉保険部
こども・女性局

障害福祉課
介護保険課
こども保育課
こども家庭課

社会福祉施設避難計画策定促進
大規模地震対策特別措置法に基づき、社会福祉施設
における避難計画の策定等を早期に行うよう働きかけ

既存の社会福祉施設における避難計画を必要に応じ
て見直し、また、新設等の施設についても早期に策定
するよう働きかける

障害福祉課
介護保険課

自立支援係
介護計画係

1-4 12
社会福祉施設は、非常災害時に対する避難計画を立てることとなっており、計画の有無等を把握し、監査実
施時等に詳細を確認しているものもあるが、引き続き、必要に応じて計画の作成や見直しを働きかける。

福祉保険部
こども・女性局

障害福祉課
介護保険課
こども保育課
こども家庭課

社会福祉施設避難計画策定促進
大規模地震対策特別措置法に基づき、社会福祉施設
における避難計画の策定等を早期に行うよう働きかけ

市町村と連携し、避難計画の策定等を促す 障害福祉課 自立支援係

1-4 12
社会福祉施設は、非常災害時に対する避難計画を立てることとなっており、計画の有無等を把握し、監査実
施時等に詳細を確認しているものもあるが、引き続き、必要に応じて計画の作成や見直しを働きかける。

福祉保険部
こども・女性局

障害福祉課
介護保険課
こども保育課
こども家庭課

社会福祉施設避難計画策定促進
大規模地震対策特別措置法に基づき、社会福祉施設
における避難計画の策定等を早期に行うよう働きかけ

非常災害時のＢＣＰ（業務継続計画）の策定が努力義
務となっているので、作成を働きかけていく。

障害福祉課 自立支援係

1-4 12
社会福祉施設は、非常災害時に対する避難計画を立てることとなっており、計画の有無等を把握し、監査実
施時等に詳細を確認しているものもあるが、引き続き、必要に応じて計画の作成や見直しを働きかける。

福祉保険部
こども・女性局

障害福祉課
介護保険課
こども保育課
こども家庭課

社会福祉施設避難計画策定促進
大規模地震対策特別措置法に基づき、社会福祉施設
における避難計画の策定等を早期に行うよう働きかけ

市町村と連携し、避難計画の策定等を促す こども保育課 保育施設係

1-4 12
社会福祉施設は、非常災害時に対する避難計画を立てることとなっており、計画の有無等を把握し、監査実
施時等に詳細を確認しているものもあるが、引き続き、必要に応じて計画の作成や見直しを働きかける。

福祉保険部
こども・女性局

障害福祉課
介護保険課
こども保育課
こども家庭課

社会福祉施設避難計画策定促進
大規模地震対策特別措置法に基づき、社会福祉施設
における避難計画の策定等を早期に行うよう働きかけ

非常災害時のＢＣＰ（業務継続計画）の策定が努力義
務となっているので、作成を働きかけていく。また作成
済みの施設については、必要に応じて見直しを働きか
ける。

こども家庭課
児童虐待対策
係

1-4 13
市町村職員や福祉関係者に対し、福祉避難所の設置の必要性についての意識付けや開設・運営に必要な
ノウハウの提供を行う。

福祉保険部 地域福祉課 災害時要配慮者支援事業
要配慮者の個々の特性等に配慮した福祉避難所を整
備するため、市町村に対し技術的な助言等を行う。

福祉避難所の整備について、市町村福祉部局及び防
災部局職員向けの研修会を開催する。また、市町村
への実態調査を実施するほか、市町村へ個別訪問の
上、取組課題の共有及び課題解決に向けた支援を実
施する。

地域福祉課
地域福祉推進
係



リスク
シナリオ

枝番 施策の推進方針 担当部局 担当課 事業名 具体的内容 令和８年度の取組 担当課 担当係

第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

1-4 14
災害時に被災外国人が持つニーズを迅速・的確に把握、それに応じた支援を行うため、市町村や関係機関
等と連携し、災害時の通訳・翻訳ボランティアを派遣する体制を整備する。

総務部 国際課
奈良県多文化共生推進プラン推進事業
多文化共生推進事業

○防災意識の向上、多文化共生社会の実現に向けた
研修
　・市町村との連携強化に向けた職員研修
　・やさしい日本語研修
　・ボランティア養成研修
○奈良県多文化共生ボランティアの募集、派遣
　・通訳ボランティア
　・文化紹介ボランティア
　・災害時通訳・翻訳ボランティア

・災害時通訳・翻訳ボランティア養成研修の実施（３
回）
・やさしい日本語研修（３回）
・通訳ボランティア研修（３回）
・行政職員のための在留外国人相談窓口対応研修の
実施（１回）
・災害時外国人支援にかかる行政職員研修（１回）

県民くらし課 多文化共生係

1-4 15
在留外国人の防災意識を高めるため、災害・防災情報の多言語化や提供ツールの多様化、地域における防
災活動への外国人住民の参加促進等に取り組むとともに、市町村や関係機関等と連携し災害に備えた体制
を整備する。

総務部 国際課
奈良県多文化共生推進プラン推進事業
多文化共生推進事業

○防災に関する取組や防災情報等の多言語化に取り
組む市町村への補助
　・多文化共生に関する行政・生活情報を掲載した広報
媒体の多言語化を実施する市町村の取組に対し補助
　・災害時の在留外国人の支援に資する市町村の取組
に対し補助
○防災意識の向上、多文化共生社会の実現に向けた
研修
　・市町村との連携強化に向けた職員研修
○防災ガイドの多言語化、WEB公開
　新たにネパール語を作成

・防災に関する取組や防災情報等の多言語化に取り
組む市町村への補助
・災害時通訳・翻訳ボランティア養成研修の実施（３
回）
・行政職員のための在留外国人相談窓口対応研修の
実施（１回）
・災害時外国人支援にかかる行政職員研修（１回）
・在留外国人のための防災ガイド（WEB公開）

県民くらし課 多文化共生係

1-4 16
在留外国人に向け、避難行動を取るために必要となる防災情報を、住民に最も身近な存在である市町村が
多言語化し、確実に提供することにより、災害時における対応・体制を住民に伝え、個々でも備えてもらう。

総務部 国際課
奈良県多文化共生推進プラン推進事業
多文化共生推進事業

○防災に関する取組や防災情報等の多言語化に取り
組む市町村への補助
　・多文化共生に関する行政・生活情報を掲載した広報
媒体の多言語化を実施する市町村の取組に対し補助
　・災害時の在留外国人の支援に資する市町村の取組
に対し補助

・防災に関する取組や防災情報等の多言語化に取り
組む市町村への補助

県民くらし課 多文化共生係

1-4 17
一次避難地、広域避難地や広域防災拠点となる都市公園の整備の推進や、市町村に対しての防災機能を
有する都市公園の技術的な助言等を行う。

まちづくり推進
局

公園企画課 補助都市計画公園事業 国庫・補助事業メニュー等周知 国庫・補助事業メニュー等周知 公園企画課 都市公園係

1-4 18
公園施設について今後さらに進む老朽化に対する安全対策の強化及び既存ストックの長寿命化を図るた
め、適切な施設点検・維持補修等の予防保全型管理を推進する。

まちづくり推進
局

公園企画課 補助都市計画公園事業

・長寿命化計画に基づく公園施設の更新
・公園施設の予防保全型管理を取り入れた長寿命化計
画の策定
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・長寿命化計画に基づく公園施設の計画的な更新
公園企画課 都市公園係

1-4 19
住民の生命を守るためには、住民一人一人が「自らの命は自らで守る」意識のもと、日頃から災害に関する
知識を習得し、備えることが重要であるため、防災知識の普及啓発や防災教育、防災訓練等を継続して実
施する。

総務部知事公
室、県土マネジ
メント部

防災統括室 安全・安心まちづくり普及啓発事業
テキストの配布やDVDの貸出等により災害時における
「自助」「共助」の重要性や備えについて啓発

テキスト配布やDVDの貸出等により災害時における
「自助」「共助」の重要性や備えについて啓発を実施

防災統括室 防災企画係

1-4 19
住民の生命を守るためには、住民一人一人が「自らの命は自らで守る」意識のもと、日頃から災害に関する
知識を習得し、備えることが重要であるため、防災知識の普及啓発や防災教育、防災訓練等を継続して実
施する。

総務部知事公
室、県土マネジ
メント部

砂防・災害対策
課

警戒避難体制整備支援事業
出前講座等による防災知識の普及啓発や防災教育を
実施

土砂災害防止に関する出前講座や啓発イベントを実
施

砂防・災害対策
課

災害対策係

1-4 20
県内では、避難を要するような自然災害等の経験のない県民が大半である。自主防災組織や自治会等が、
実際に災害に直面した時に効果的・効率的に機能するために、訓練など体験的な学習により実践力を習得・
向上できるよう支援する。

総務部知事公
室

防災統括室 安全･安心まちづくり地域活動支援事業

｢自主防災に関するアドバイザー｣を委嘱し､地域からの
要請に基づき派遣
体験により実践的な防災や災害対応ノウハウを身につ
けるため、市町村と連携し地域住民が主体的に企画･
参加する防災訓練を支援

自主防災に関するアドバイザーの委嘱（１１団体､４１
人）
自主防災に関するアドバイザーの派遣（１２回）
自主防災訓練支援事業として３回実施

防災統括室 防災施設係

1-4 21
学校における防災教育及び防災訓練の充実を図る。特に防災訓練では、授業以外の時間帯や天候、避難
場所等にバリエーションをもたせた訓練など、より実践的な訓練の推進を図る。

教育委員会 体育健康課 学校安全教室推進事業
有識者（専門家）による講義や演習、実践発表・協議を
内容とする研修会の実施

防災についての研修会を開催し、教職員の安全に関
する資質・能力及び指導力の向上を図ることで、それ
ぞれの学校での安全教育とりわけ防災教育や防災訓
練の充実を図る

体育健康課 健康教育係

1-4 22
教職員を対象とした防災に係る研修会を実施し、小・中・義務教育学校・高等学校・特別支援学校における
防災教育の促進を図る。

教育委員会 体育健康課 学校安全教室推進事業
有識者（専門家）による講義や演習、実践発表・協議を
内容とする研修会の実施

防災についての研修会を開催し、教職員の安全に関
する資質・能力及び指導力の向上を図ることで、それ
ぞれの学校での安全教育とりわけ防災教育の充実を
図る

体育健康課 健康教育係

1-4 23
過去に発生した災害の教訓を後世に伝えるために、当該災害に係る資料を収集・保存し、広く一般に閲覧す
るなど、災害教訓を伝承する。

総務部知事公
室

防災統括室 「歴史から学ぶ　奈良の災害史」のＨＰ掲出
過去に奈良県内に被害をもたらした過去の災害につい
てまとめた災害史「歴史から学ぶ　奈良の災害史」をＨ
Ｐで掲出することで、県民のへ災害啓発を図る

ＨＰでの閲覧 防災統括室 防災企画係

2-1 1

県の中核的な広域防災拠点として、進出、救助活動、物資輸送、航空搬送の機能を備えた南部中核拠点を
五條市に整備する。
また、南海トラフ地震等の大規模災害が発生した際には、県内被災地はもとより、甚大な被害が想定される
紀伊半島沿岸部への支援のため、近隣府県等へ派遣される応援部隊のベースキャンプ等として活用する。

総務部知事公
室

防災統括室 南部中核拠点整備事業 南部中核拠点の整備
コアゾーン整備に向けた水路調査等、及び進入路整
備のための道路詳細設計等を実施

防災統括室
南部中核拠点
整備係

2-1 2

災害発生時には、人員や物資、救助・救急、医療活動など緊急輸送にかかる交通輸送が確保され、被災後
も経済活動を機能不全に陥らせないために、紀伊半島アンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６
８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじめとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進
める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 骨格幹線道路ネットワークの整備推進

京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６
８号小平尾バイパス、国道１６９号奈良中部熊野道路、
桜井吉野線百市工区等の紀伊半島アンカールートを含
む骨格幹線道路ネットワークの整備を推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

国道１６９号高取バイパスの完成供用を目指す等、骨
格幹線道路ネットワークの整備推進

道路建設課
事業係
事業調整係
街路係

2-1 2

災害発生時には、人員や物資、救助・救急、医療活動など緊急輸送にかかる交通輸送が確保され、被災後
も経済活動を機能不全に陥らせないために、紀伊半島アンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６
８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじめとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進
める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 安全・安心を支える道路の整備推進

国道２５号（奈良市、天理市）、高野天川線（五條市、野
迫川村、天川村内）等の安全・安心を支える道路の整
備推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

国道２５号小倉～針工区、切幡工区、及び福住工区
等、安全・安心を支える道路の整備推進

道路建設課
事業係
街路係



リスク
シナリオ

枝番 施策の推進方針 担当部局 担当課 事業名 具体的内容 令和８年度の取組 担当課 担当係

第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

2-1 2

災害発生時には、人員や物資、救助・救急、医療活動など緊急輸送にかかる交通輸送が確保され、被災後
も経済活動を機能不全に陥らせないために、紀伊半島アンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６
８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじめとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進
める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

橋りょう耐震補強事業
道路災害防除・応急対策事業

・橋りょう耐震補強事業
　緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
・道路災害防除・応急対策事業
　道路斜面で崩壊等の兆候がある箇所や、斜面危険
度、路線の重要度等を総合的に判断して対策を優先す
べき箇所での崩壊・落石等の防災対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
　国道169号清水谷橋外13橋
・崩壊・落石等の防災対策を実施
　国道169号外18路線

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係

2-1 3

高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に老朽化することから、インフラの維持管理･更
新を確実に実施するため、定期点検等により確認された修繕が必要な道路施設の早期解消、ライフサイク
ルコストの低減や持続可能な維持管理を実現する予防保全型道路メンテナンスへの転換を推進する。また、
緊急輸送道路等の舗装の長寿命化を図る。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

道路施設老朽化対策事業
道路施設点検・診断事業
道路舗装補修事業

・道路施設老朽化対策事業
　長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
・道路施設点検・診断事業
　効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・道路舗装補修事業
　路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
　五條吉野線柴橋外125橋
　国道168号果無トンネル外41トンネル
　国道168号椿井歩道橋外14施設
・効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
　国道169号外70路線

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係

2-2 1
家庭や企業等においては７日分の備蓄が奨励されていることから、自発的な備蓄を促進するため県や市町
村による啓発活動に取り組む。

総務部知事公
室

防災統括室 非常用備蓄物資について啓発を実施 住民向け広報誌等において情報を掲載 ＨＰでの閲覧 防災統括室 防災企画係

2-2 2

家庭や企業の自主備蓄、さらに市町村による物資供給が不足した場合に備えて、救援物資の現物備蓄及び
企業との救援物資供給協定による流通備蓄を組み合わせながら、安定供給に取り組む。また、災害時に物
資が不足する被災地へ迅速に供給できるよう、県と市町村間で保有する現物備蓄について、品目や数量を
定期的に確認し情報共有を行う。

防災統括室 防災統括室 災害救援物資備蓄推進事業 災害時に備えた救援物資の安定供給の確保等
災害発生時に市町村からの要請に備えて備蓄してい
る救援物資を、被災者に迅速かつ確実に届けるため
分散配備を実施

防災統括室 防災施設係

2-2 3
県内の医薬品等販売業者の夜間連絡先や連絡網については把握しているが、取扱品目、流通経路につい
ても把握することにより、災害時の供給体制に生かす。

医療政策局 薬務・衛生課 災害時医薬品供給体制の整備事業
災害時に迅速に医薬品供給を行うことができるよう協定
団体等と定期的に情報共有を実施

医薬品卸協同組合と年１回、研修も兼ねた災害時医
薬品供給体制について意見交換を行う場を新たに設
置する。

薬務・衛生課 薬業推進係

2-2 4
災害発生時においても、食料等必要な物資を継続して安定的に供給するために、施設の安全性や耐震性を
確保するとともに、事業継続性を確保できるよう市場施設の再整備事業を推進する。

食農部
中央卸売市場
再整備推進室

中央卸売市場再整備推進事業 奈良県中央卸売市場の再整備 埋蔵文化財調査、市場北側用地の造成工事等
中央卸売市場
再整備推進室

総務調整係
・建設推進係

2-2 5
災害発生時にはインフラ等の遮断により、住民生活に必要な物資が供給されなくなる可能性があるため、必
要に応じて救援物資対応マニュアルの更新等を実施する。

産業部 総務課 救援物資の円滑な搬送
災害発生時にはインフラ等の遮断により、住民生活に
必要な物資が供給されなくなる可能性があるため、救
援物資対応マニュアルの作成等を実施

災害発生時に迅速に必要な体制がとれるよう救援物
資マニュアルの必要箇所を時点修正等更新する。

産業部総務課 総務予算係

2-2 6
被災地への物資の供給を迅速に行うために、物流事業者等との緊急時救援物資の輸送に関する協定が実
効性を維持できるように対応する。

産業部 経営支援課 運輸事業振興助成補助
（公社）奈良県バス協会及び（公社）奈良県トラック協会
が行う営業バス及び営業用トラックの輸送力確保・輸送
コスト上昇抑制に要する経費に対し補助。

運輸事業振興助成交付金の一部を活用し、大規模災
害発生時を想定した訓練の実施を支援

経営支援課
商業・サービス
業係

2-3 1 災害発生時の対応に資するため、警察本部及び県下各警察署の災害用装備資機材を整備する。 警察本部 警備課 大震災等大規模災害対策の推進
大規模災害に対応するため、的確な情報収集と効果的
な災害警備活動が可能な体制を整える

災害警備活動のための災害用装備資機材を整備し、
各警察署等への配分を行う

警備課
災害・緊急事態
対策係

2-3 2
災害発生後に発生することが想定される交通渋滞による避難の遅れを回避するため、停電による信号機の
機能停止を防止する信号機電源付加装置を整備する。

警察本部 交通規制課 補助交通安全施設等整備事業 信号機電源付加装置の整備 更新５基 交通規制課 企画係

2-3 3
より災害現場に即した環境での体系的・段階的な訓練の実施、車両・装備資機材の充実強化、情報通信機
能の強化、受援補給体制の整備等により、警察災害派遣隊の救出救助能力の強化、持続活動能力の向
上、効果的な部隊運用等を図る。

警察本部 警備課 災害警備訓練の実施
災害時の初動対応能力向上を図るため、各種災害警
備訓練を積極的に実施する

県主催の令和８年度奈良県防災総合訓練、警察署員
等の救出救助技能向上のための基礎訓練、近畿管
区警察局災害警備訓練施設での訓練等を実施する

警備課
災害・緊急事態
対策係

2-3 4
県警警察官及び警察職員の備蓄食糧を拡充し、警察本部庁舎及び各警察署の非常用発動発電機、無停電
電源装置の更なる整備を行い、耐災害性の向上及び機能を強化する。

警察本部 警備課 地域活動経費
災害警備活動に従事する警察職員のための備蓄食糧
を整備し、災害警備活動の維持を図る

大規模災害発生時において、警察職員の災害警備活
動の維持を図るため、災害対応に従事する職員用の
備蓄食糧を整備する

警備課
災害・緊急事態
対策係

2-3 5
「地域防災拠点」「情報発信基地」となる交番・駐在所について、耐用年数を経過した交番・駐在所を順次整
備し、災害時における警察活動の拠点としての機能強化を図る。（現在、耐用年数（木造３０年、鉄骨４５年、
鉄筋７０年）を経過した交番・駐在所は４１ヶ所（令和６年度）となっている。）

警察本部 地域課 交番・駐在所等の新・改築及び撤去

経年劣化の著しい交番・駐在所の新・改築及び撤去の
整備を進め、地域警察活動・地域防災の拠点となる施
設の整備を図ることにより、地域の安全・安心のまちづ
くりを推進

令和８年度に
・桜井警察署菟田野駐在所新築（設計）
・橿原警察署五条野駐在所解体撤去（設計･監理）
・橿原警察署五条野駐在所解体撤去（工事）
・橿原警察署畝傍御陵前駐在所解体撤去（設計･監
理）
・橿原警察署畝傍御陵前駐在所解体撤去（工事）
・橿原警察署見瀬駐在所解体撤去（設計･監理）
・橿原警察署見瀬駐在所解体撤去（工事）
・吉野警察署竜門駐在所新築（工事）
・天理警察署天理南交番新築（工事）
・桜井警察署内原駐在所解体撤去（設計）
・五條警察署西阿田駐在所解体撤去（設計）
・橿原警察署越駐在所解体撤去（設計）
・高田警察署奥田駐在所解体撤去（設計）
を実施予定

地域課 企画係

2-3 6
警察施設（交番・駐在所）を「地域防災拠点」「情報発信基地」として、避難情報、被災者情報等を迅速に地域
住民等に情報発信するため、交番に奈良県警察ＷＡＮシステムを整備して、警察本部・警察署等との情報
ネットワーク化を図る。

警察本部 地域課
奈良県警察ＷＡＮシステムの情報ネットワー
ク拡充整備

交番の情報ネットワークを整備し、警察本部等との情報
伝達を容易にすることで大規模災害が発生した場合、
地域住民と密着した「広域防災拠点」、「情報発信基地」
として機能させる

令和７年度で全ての交番の情報ネットワーク整備が
完了することから、令和８年度以降は引き続き、地域
住民と密着した「広域防災拠点」、「情報発信基地」と
しての機能維持に努める。

地域課 企画係

2-3 7
老朽化した信号機等の交通安全施設等を計画的に更新・整備することにより、施設の機能停止を予防し、災
害時における避難路や緊急輸送路を確保する。

警察本部 交通規制課
交通安全施設等整備事業、信号灯器のLED
更新事業、回線デジタル化対応事業

信号機制御機の更新、信号灯器のＬＥＤ化、信号柱の
更新等

信号機制御機更新　８６基、信号灯器のＬＥＤ化　車両
用２５０式・歩行者用２４０式、信号柱の更新　４２式等

交通規制課 企画係

2-3 8
消防において災害対応力強化のための体制、救助業務高度化のための装備資機材等の充実強化を推進す
る。加えて消防団の体制・装備・訓練の充実強化を推進する。特に消防団員、救急救命士の人材を確保す
る。

総務部知事公
室

消防救急課 消防力強化支援事業 市町村消防団の消防設備等の整備に対する補助 市町村消防団の消防設備等の整備に対して補助 消防救急課 消防救急係

2-3 8
消防において災害対応力強化のための体制、救助業務高度化のための装備資機材等の充実強化を推進す
る。加えて消防団の体制・装備・訓練の充実強化を推進する。特に消防団員、救急救命士の人材を確保す
る。

総務部知事公
室

消防救急課 救急振興財団運営事業負担金 救急救命士養成団体運営に対する負担金 救急救命士養成団体運営に対して負担金を拠出 消防救急課 消防救急係

2-3 9
緊急消防援助隊や関係機関との合同訓練において様々な形態・規模による訓練を実施し、県外への応援活
動及び県外からの緊急消防援助隊の受入体制を、より実効性の高いものにする。

総務部知事公
室

消防救急課 ―
緊急消防援助隊が、警察・自衛隊・ＤＭＡＴ等の関係機
関との連携訓練を近畿２府７県で持ち回りで開催

令和８年度は大阪府で緊急消防援助隊近畿ブロック
合同訓練を実施し、奈良県隊も参加予定
また、消防救急課内で随時訓練を実施し、緊急消防
援助隊の受援体制を確認

消防救急課 消防救急係



リスク
シナリオ

枝番 施策の推進方針 担当部局 担当課 事業名 具体的内容 令和８年度の取組 担当課 担当係

第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

2-3 10
南海トラフ巨大地震などの大規模災害をはじめとする被災現場において、的確に判断できる消防職員・団員
を育成するため、消防学校を移転整備し、教育訓練内容の充実・強化を図る。また、災害対応において県南
部の核となる南部中核拠点との一体的に整備し、災害時には消防学校施設を有効活用する。

総務部知事公
室

消防救急課 消防学校移転整備検討事業 消防学校の移転整備 「奈良県消防学校移転整備基本計画」の策定 消防救急課 消防救急係

2-3 11
円滑な災害対応を実施するため、平常時から災害対策本部運営マニュアルの充実や業務別マニュアルの作
成及び見直しを行い、災害種別に応じた図上訓練等を実施する。

総務部知事公
室

防災統括室 災害対策本部運営図上訓練の実施
危機管理部局を中心とした災害対策本部運営図上訓
練を実施

災害対策本部運営図上訓練を年度内に１回実施 防災統括室 危機対策係

2-3 12
防災総合訓練などで関係機関との連携を図っており、今後も機会をとらえ、警察、消防、自衛隊などと「顔の
見える関係」を構築し、連携体制を強化し、災害対応の実効性を高めていく。

総務部知事公
室

防災統括室 地域防災総合訓練事業
消防、警察、自衛隊等関係機関と連携した奈良県防災
総合訓練を実施

川西町と共催で奈良県防災総合訓練を実施 防災統括室 危機対策係

2-3 13
自主防災アドバイザー派遣事業（令和６年～）などを通じて様々な啓発を行っており、県内の自主防災組織
率は８８．５％（令和６年４月現在）で、全国平均（８５．４％）を上回っている。引き続き、自主防災組織の充実
及び活性化に取り組む。

防災統括室 防災統括室 安全･安心まちづくり地域活動支援事業

｢自主防災に関するアドバイザー｣を委嘱し､地域からの
要請に基づき派遣
体験により実践的な防災や災害対応ノウハウを身につ
けるため、市町村と連携し地域住民が主体的に企画･
参加する防災訓練を支援

自主防災に関するアドバイザーの委嘱（１１団体､４１
人）
自主防災に関するアドバイザーの派遣（１２回）
自主防災訓練支援事業として３回実施

防災統括室 防災施設係

2-3 14

災害の規模が大きくなればなるほど、行政の公的救助・支援である「公助」は届きにくく、「自分や家族の安
全は自分で守る」「地域の安全は地域で守る」といった「自助」「共助」が重要になる。このため、災害発生時
の被害軽減・拡大防止、災害発生後の迅速・円滑な被災者支援のため、平常時から県民の身近で防災意識
啓発や訓練指導等を行うとともに、発災時には共助活動の担い手となり得る人材（防災リーダー、防災士）を
養成する。

防災統括室 防災統括室 安全･安心まちづくり人材育成事業

防災リーダー研修（防災士養成講座）を実施し、地域に
おける防災活動のリーダーとなる人材を養成
県が委嘱している｢自主防災に関するアドバイザー｣を
対象に、スキルアップ研修を実施し、防災にかかる指導
者の育成と資質向上を図る

自主防災リーダー研修（防災士養成講座）を2回実施
自主防災リーダースキルアップ研修を実施

防災統括室 防災施設係

2-4 1
災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の編成支援及びＤＭＡＴの資質向上や、ＤＭＡＴ活動マニュアルの更なる充実
やトリアージ体制の強化等、医療救護活動を推進する。

医療政策局
地域医療連携
課

災害急性期医療体制構築事業
迅速かつ効果的な災害急性期医療提供体制を構築す
るため、関係機関の連絡体制の構築や関係者への研
修等を実施

DMAT養成研修受講
災害急性期医療体制等連絡会の開催
各種研修・訓練の実施

地域医療連携
課

緊急医療対策
係

2-4 2 災害拠点病院及び二次救急医療機関の耐震化や、自家発電装置及び応急医療機材の整備を促進する。 医療政策局
地域医療連携
課

医療施設防災対策推進事業
医療施設の耐震整備として既存建物の補強に要する工
事や、医療設備の診療機能を維持するため非常用自家
発電装置の整備を促進

医療施設の耐震整備の促進
地域医療連携
課

医療DX・連携・
在宅医療推進
係

2-4 3
災害発生時、厚生労働省が運用する広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を利用し、医療機関の受入
可能情報及び被災状況について情報共有を図る。

医療政策局
地域医療連携
課

救急医療情報センター運営事業
災害発生時に医療機関の被災・稼働状況等の情報共
有のため、広域災害救急医療情報システム（EMIS）を適
切に利用できるよう訓練等を実施

運用訓練の実施
地域医療連携
課

緊急医療対策
係

2-4 4
災害時、避難所内での感染症等の発生を防止するため、平常時から医療関係機関と連携して、感染症の予
防対策等を協議する。

医療政策局 疾病対策課 新興感染症対策事業
市町村や県内医療関係機関等に対して、感染症の予
防対策等について情報提供し、必要に応じて研修会を
開催する

市町村や県内医療関係機関等と連携を深め、感染症
予防対策に取り組む

疾病対策課 感染症係

2-4 5
災害時、避難所において被災者の健康管理が適切に実施できるように、避難所運営訓練の中で感染症発
生防止のための衛生・健康教育を実施する。

福祉保険部
総務課（各保健
所）

令和7年度奈良県防災総合訓練
訓練を通じて避難所の感染症発生防止のための衛生・
健康教育を実施

地域保健医療調整本部（保健所に設置）の避難所支
援班が、アセスメント等の一環として、感染症防止の
ための対策を指導

福祉保険部総
務課

総務調整係（各
保健所）

2-4 6 奈良県食品衛生監視指導計画に基づき、食品営業施設に対して監視指導を行う。 医療政策局 薬務・衛生課 食品衛生監視指導事業 保健所等により食品営業施設の監視指導を実施

食品による危害の発生の未然防止と食品等の衛生確
保を図るため県内３保健所及び食品衛生検査所の食
品衛生監視員、と畜検査員及び食鳥検査員が食品営
業施設及び食品等事業者に対し、監視指導を行う

薬務・衛生課
食品・生活衛生
係

2-4 7
発災後に遺体の捜索及び検視・検案等を適切に実施するため、日頃から市町村や関係機関で情報を共有
し、訓練等により連携を強化する。

警察本部 捜査第一課
検視場所の確保及び医師会等との連携の強
化

自治体と連携し、検視場所の確保等を進めるとともに、
医師会及び歯科医師会等関係機関と合同訓練を実施
して連携を強化

災害時における適切な検視業務を推進するため、奈
良県防災総合訓練等に参加し、医師会・歯科医師会
との更なる連携を図る

捜査第一課 検視官室

2-4 8
発災後に遺体の収容及び火葬等を適切に実施するため、市町村に対して遺体収容所や火葬場の確保を働
きかけるとともに、応急対策時に支援が可能となるよう、奈良県災害時広域火葬実施要綱に基づき、被災し
ていない市町村に対して広域火葬の応援を依頼する。

医療政策局 薬務・衛生課
遺体収容・火葬等に係る市町村との連携強
化

・市町村に事前に収容施設指定の必要性を周知
・災害時に稼働可能な火葬場、そのうち使用可能な炉
の数等を把握し、連絡体制を構築

奈良県災害時広域火葬実施要綱に基づき引き続き火
葬場、連絡担当部局を把握し市町村に情報提供する
等平常時における対応を実施する

薬務・衛生課
食品・生活衛生
係

2-4 9
医療活動を確保するため、緊急輸送道路ネットワークの整備及び緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道
路法面や盛土の防災対策を推進する。また、市町村が管理する道路施設の老朽化対策の取組に対する市
町村支援を行う。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

橋りょう耐震補強事業
道路災害防除・応急対策事業
道路施設老朽化対策市町村支援事業

・橋りょう耐震補強事業
　緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
・道路災害防除・応急対策事業
　道路斜面で崩壊等の兆候がある箇所や、斜面危険
度、路線の重要度等を総合的に判断して対策を優先す
べき箇所での崩壊・落石等の防災対策を実施
・道路施設老朽化対策市町村支援事業
　市町村管理の橋りょう等の予防保全を図るため、点検
業務及び橋りょう修繕工事を受託
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
　国道169号清水谷橋外13橋
・崩壊・落石等の防災対策を実施
　国道169号外18路線
・市町村管理の橋りょう等の予防保全を図るため、点
検業務及び橋りょう修繕工事を受託

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係

2-4 10

高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に老朽化することから、インフラの維持管理･更
新を確実に実施するため、定期点検等により確認された修繕が必要な道路施設の早期解消、ライフサイク
ルコストの低減や持続可能な維持管理を実現する予防保全型道路メンテナンスへの転換を推進する。また、
緊急輸送道路等の舗装の長寿命化を図る。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

道路施設老朽化対策事業
道路施設点検・診断事業
道路舗装補修事業

・道路施設老朽化対策事業
　長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
・道路施設点検・診断事業
　効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・道路舗装補修事業
　路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
　五條吉野線柴橋外125橋
　国道168号果無トンネル外41トンネル
　国道168号椿井歩道橋外14施設
・効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
　国道169号外70路線

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係

2-4 11
現在、浄化槽により汚水処理を行っている下水道未整備区域において、災害時（家屋や施設の被災、電源
喪失等）にあっても汚水処理機能継続を確保するため、下水道管渠等の整備を推進する。

県土マネジメン
ト部

下水道マネジメ
ント課

補助流域下水道建設事業
単独流域下水道建設事業

流域関連公共下水道の整備に合わせて幹線管渠の整
備を実施

幹線管路の延伸に向けて、関係自治体と協議
下水道マネジメ
ント課

事業係

2-5 1
避難所や災害時拠点施設での非常用電源整備等の支援を行うなど、避難生活や災害時の活動に必要なエ
ネルギーの確保を図る。

環境森林部
脱炭素・水素社
会推進課

EV・LPガス発電等を活用した避難所への電
力供給事業

地域の公民館等の小規模な避難所における、災害時に
必要な電力等を自給するための設備導入に対し補助
【対象設備】
①V２H　②V２L　③可搬式蓄電池　④LPガス発電設備
⑤太陽光発電設備＋蓄電池設備（②～④については非
常用照明機器併用も対象）
【補助率】１/２（①～④上限４００千円、⑤上限１，０００
千円）

４００千円×１カ所、１，０００千円×１カ所を想定
脱炭素・水素社
会推進課

脱炭素推進係

2-5 2
平常時からの情報共有、災害訓練参加等を含めた、避難所へのＬＰガスの優先的供給に関する協定を各市
町村が各ＬＰガス協会支部と締結するよう支援する。

総務部知事公
室

消防救急課 － － － 消防救急課 保安係



リスク
シナリオ

枝番 施策の推進方針 担当部局 担当課 事業名 具体的内容 令和８年度の取組 担当課 担当係

第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

2-5 3

道路ネットワークの遮断を防ぎ、集落が孤立するリスクを防止、軽減するために、紀伊半島アンカールートを
構成する京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじめとする骨格
幹線道路ネットワーク等の整備を進める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 骨格幹線道路ネットワークの整備推進

京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６
８号小平尾バイパス、国道１６９号奈良中部熊野道路、
桜井吉野線百市工区等の紀伊半島アンカールートを含
む骨格幹線道路ネットワークの整備を推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

国道１６９号高取バイパスの完成供用を目指す等、骨
格幹線道路ネットワークの整備推進

道路建設課
事業係
事業調整係

2-5 3

道路ネットワークの遮断を防ぎ、集落が孤立するリスクを防止、軽減するために、紀伊半島アンカールートを
構成する京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじめとする骨格
幹線道路ネットワーク等の整備を進める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 安全・安心を支える道路の整備推進

国道425号（十津川村）、川津高野線（野迫川村）、等の
安全・安心を支える道路の整備推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

国道425号（十津川村）待Ⅱ－２工区、川津高野線（野
迫川村）北股工区等、安全・安心を支える道路の整備
推進

道路建設課 事業係

2-5 3

道路ネットワークの遮断を防ぎ、集落が孤立するリスクを防止、軽減するために、紀伊半島アンカールートを
構成する京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじめとする骨格
幹線道路ネットワーク等の整備を進める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

橋りょう耐震補強事業
道路災害防除・応急対策事業

・橋りょう耐震補強事業
　緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
・道路災害防除・応急対策事業
　道路斜面で崩壊等の兆候がある箇所や、斜面危険
度、路線の重要度等を総合的に判断して対策を優先す
べき箇所での崩壊・落石等の防災対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
　国道169号清水谷橋外13橋
・崩壊・落石等の防災対策を実施
　国道169号外18路線

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係

2-5 4

高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に老朽化することから、インフラの維持管理･更
新を確実に実施するため、定期点検等により確認された修繕が必要な道路施設の早期解消、ライフサイク
ルコストの低減や持続可能な維持管理を実現する予防保全型道路メンテナンスへの転換を推進する。また、
緊急輸送道路等の舗装の長寿命化を図る。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

道路施設老朽化対策事業
道路施設点検・診断事業
道路舗装補修事業

・道路施設老朽化対策事業
　長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
・道路施設点検・診断事業
　効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・道路舗装補修事業
　路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
　五條吉野線柴橋外125橋
　国道168号果無トンネル外41トンネル
　国道168号椿井歩道橋外14施設
・効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
　国道169号外70路線

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係

2-5 5
平成２３年紀伊半島大水害では、土砂災害による通行止めが頻発し、１７集落が孤立したほか、救護活動等
に支障が生じたことから、紀伊半島アンカールートの強靱化に向け、道路事業と併せ砂防事業での対応を進
める。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

土砂災害対策事業（通常砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業）

土砂災害に対するハード対策（地すべり対策、土石流
対策、急傾斜対策）を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

引き続き、土砂災害に対するハード対策（地すべり対
策、土石流対策、急傾斜対策）を実施

砂防・災害対策
課

砂防係

2-5 5
平成２３年紀伊半島大水害では、土砂災害による通行止めが頻発し、１７集落が孤立したほか、救護活動等
に支障が生じたことから、紀伊半島アンカールートの強靱化に向け、道路事業と併せ砂防事業での対応を進
める。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

土砂災害対策事業（老朽化対策）
砂防関係施設に対する老朽化対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

砂防関係施設に対する老朽化対策を実施
砂防・災害対策
課

砂防係

2-5 5
平成２３年紀伊半島大水害では、土砂災害による通行止めが頻発し、１７集落が孤立したほか、救護活動等
に支障が生じたことから、紀伊半島アンカールートの強靱化に向け、道路事業と併せ砂防事業での対応を進
める。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

土砂災害基礎調査・指定推進事業 土砂災害に対するソフト対策（基礎調査）を実施 ２巡目の土砂災害基礎調査を実施
砂防・災害対策
課

災害対策係

2-5 5
平成２３年紀伊半島大水害では、土砂災害による通行止めが頻発し、１７集落が孤立したほか、救護活動等
に支障が生じたことから、紀伊半島アンカールートの強靱化に向け、道路事業と併せ砂防事業での対応を進
める。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

警戒避難体制整備支援事業 出前講座等による市町村の防災訓練を支援
土砂災害防止に関する出前講座や啓発イベントを実
施

砂防・災害対策
課

災害対策係

2-5 6 孤立可能性集落に係る対策として市町村が確保した臨時ヘリポートについて、定期的に状況確認を行う。
総務部知事公
室

防災統括室 臨時ヘリポートの状況確認 市町村への臨時ヘリポートの状況確認 市町村への臨時ヘリポートの状況確認 防災統括室 防災施設係

2-5 7
現場への救助・救急・消火活動・物資輸送等に資する消防防災ヘリコプターの離着陸に必要な奈良県ヘリ
ポートの管理・運営を行う。

県土マネジメン
ト部

リニア・地域交
通課

交通拠点施設維持管理事業
ヘリコプターの安全な運航を保持していくために必要と
なる施設の維持・更新を実施

・エアコンの更新を実施
・奈良県ヘリポート施設設備更新工事(受変電、自家
発電、中水設備）を実施
・泡消火設備更新を実施
・滑走路等の舗装改修工事に向けた設計を実施

リニア・地域交
通課

リニア・交通ま
ちづくり推進係

2-6 1
現在全ての市町村において指定緊急避難場所・指定避難所が指定されているが、新型コロナウイルス感染
症等に対応するためにも、県有施設や民間施設の活用及び隣接市町村間の避難者受入等に留意し、十分
な避難所数の確保に向けた支援を行う。

総務部知事公
室

防災統括室 市町村住民避難対策支援事業

災害対策基本法に基づき市町村が指定緊急避難場所
及び指定避難所の指定を適切に行えるよう、必要な助
言等を行う
十分な避難所数の確保に向け、県有施設や民間施設
の活用を検討

災害対策基本法に基づき市町村が指定緊急避難場
所及び指定避難所の指定を適切に行えるよう、必要
な助言等を行う
避難所として活用可能な県有施設の各市町村への提
示や、ホテル・旅館等の活用に向けた呼びかけなど、
避難所数の確保に向けた取組を継続して行う

防災統括室 防災施設係

2-6 2
各市町村における「避難所運営マニュアル」の策定・充実のため、新型コロナウイルス感染症等に備えた内
容となるよう留意しながら、必要な助言等の支援を行う。

総務部知事公
室

防災統括室 市町村住民避難対策支援事業
「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取
組指針」等を基に、各市町村の避難所運営マニュアル
の策定及び見直しを支援

「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた
取組指針」等を踏まえた各市町村における避難所運
営マニュアルの策定・充実に向け、必要な助言等を行
う

防災統括室 防災施設係

2-6 3
家庭や企業の自主備蓄、さらに市町村による物資供給が不足した場合に備えて、現物備蓄等による衛生用
品等の確保に取り組むことで避難所における生活環境を整備する。

総務部知事公
室

防災統括室 救援物資備蓄推進事業 避難所の生活環境を改善するための資機材を整備
コンテナ、スポットクーラー、スポットヒーター、蓄電
池、投光器を購入

防災統括室 防災施設係

2-6 4
災害時、避難所内での感染症等の発生を防止するため、平常時から医療関係機関と連携して、感染症の予
防対策等を協議する。

医療政策局 疾病対策課 新興感染症対策事業
市町村や県内医療関係機関等に対して、感染症の予
防対策等について情報提供し、必要に応じて研修会を
開催する

市町村や県内医療関係機関等と連携を深め、感染症
予防対策に取り組む

疾病対策課 感染症係

2-6 5
災害時、避難所において被災者の健康管理が適切に実施できるように、避難所運営訓練の中で感染症発
生防止のための衛生・健康教育を実施する。

福祉保険部
総務課（各保健
所）

令和7年度奈良県防災総合訓練
訓練を通じて避難所の感染症発生防止のための衛生・
健康教育を実施

地域保健医療調整本部（保健所に設置）の避難所支
援班が、アセスメント等の一環として、感染症防止の
ための対策を指導

福祉保険部総
務課

総務調整係（各
保健所）

3-1 1
県有建築物の耐震改修等整備プログラムに基づき、耐震診断及び耐震改修を実施してきたところであるが、
耐震対策がなされていない建築物に対して、引き続き耐震化を促進する。

まちづくり推進
局

建築安全課
営繕課

県有建築物耐震改修等整備プログラム
県有建築物耐震改修等整備プログラムに基づき、耐震
対策がなされていない県有建築物に係る耐震化の進捗
確認を行う

県有建築物耐震改修等整備プログラムに基づき、耐
震対策がなされていない県有建築物に係る耐震化の
進捗確認を行う

建築安全課 建築審査係

3-1 2
平成２８年度に県有施設の既設非常用発電設備の更新を行ったが、定期的な運用試験等により安定した運
用を維持する。

総務部知事公
室

防災統括室 防災行政通信ネットワーク運営事業
奈良県防災行政通信ネットワークの保守管理におい
て、非常用発電機の定期的な点検を実施

年1回の精密点検及び月1回の起動確認を実施 防災統括室 防災施設係

3-1 3
災害時に奈良県に派遣されるリエゾンが使用するための端末を確保し、リエゾン端末利用環境整備訓練を
引き続き実施する。

総務部
デジタル管理
室

共通端末配備事業

災害発生時に奈良県へ派遣されるリエゾンが使用する
ための端末を確保し、円滑な情報伝達と活動を支援す
る体制を整える。また、これらの端末を適切に運用でき
るよう、リエゾン端末の利用環境整備に関する訓練を実
施し、運用能力の向上を図る。

リエゾン用端末を確保し、運用体制の強化を図るた
め、端末を活用したリエゾン端末利用環境整備訓練を
計画的に実施する。

デジタル管理
室

共通基盤運用
係



リスク
シナリオ

枝番 施策の推進方針 担当部局 担当課 事業名 具体的内容 令和８年度の取組 担当課 担当係

第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

3-1 4
県、市町村、国、独立行政法人、一部事務組合等の関係機関を結ぶ情報通信基盤の耐災害性を高めるた
め、非常用電源としてＵＰＳ（無停電電源装置）を設置する。

総務部
デジタル管理
室

奈良県情報通信基盤運営事業

県・市町村・関係機関（国、独立行政法人、一部事務組
合等）を結ぶ高速・大容量の情報通信基盤であり、回線
サービスとして構築している。このうち、災害時に重要な
役割を担う防災拠点に対して情報通信機器の耐災害性
を高めるため、非常用電源として UPS（無停電電源装
置）を設置している。

引き続き、情報通信基盤の耐災害性を高めるため、
非常用電源として UPS（無停電電源装置）の設置を継
続。

デジタル管理
室

ネットワーク係

3-1 5
南部および東部地域におけるネットワークの強化を図るため、異なる経路による回線の引き込みを実施し、
回線の二重化を行うことで、より高い耐災害性を確保する。

総務部
デジタル管理
室

奈良県情報通信基盤運営事業

県・市町村・関係機関（国、独立行政法人、一部事務組
合等）を結ぶ高速・大容量の情報通信基盤であり、回線
サービスとして構築している。このうち、南部および東部
地域におけるネットワークの強化を図るため、異なる経
路による回線の引き込みを実施し、回線の二重化を進
めている。

引き続き、異なる経路による回線の引き込みを実施
し、回線の二重化を行うことで、より高い耐災害性の
確保を継続。

デジタル管理
室

ネットワーク係

3-1 6 職員が使用する行政端末のモバイル化を行い、災害時に執務場所に依存しない環境を整備する。 総務部
デジタル管理
室

共通端末配備事業
県庁ネットワークと閉域接続する回線を構築し、共通端
末へ閉域SIMを挿入することで、モバイル化を実現して
いる。

引き続き、回線や閉域SIMの運用管理を行う。
デジタル管理
室

共通基盤運用
係

3-1 7 災害時等に遠隔地とＷＥＢ会議が開催できる環境を整備する。 総務部
デジタル管理
室

共通端末配備事業
災害時等において遠隔地との連絡・協議を迅速に行う
ため、WEB 会議に必要となるライセンスの調達を行う。

引き続き、WEB会議用の年間ライセンスを調達する。
デジタル管理
室

共通基盤運用
係

3-1 8
職員が使用するファイルサーバについて、サーバを関西圏と関東圏の双方に配備する冗長構成とし、災害
に対応した環境を整備する。

総務部
デジタル管理
室

情報システム最適化事業

それぞれのデータセンターにおいて、ティア４相当を満
たし、業務継続性を確保している。また、県庁とそれぞ
れのデータセンター間に正副２回線を確保し業務影響
の最小化を図っている。

引き続き、データセンター・回線の二重化を行うこと
で、より高い耐災害性の確保を継続。

デジタル管理
室

共通基盤運用
係

3-1 9
必要に応じ業務継続計画を見直し、災害を想定した訓練を重ねるとともに、市町村における業務継続計画の
見直しについても促進する。

総務部知事公
室

防災統括室 訓練実施事業 訓練を通じて持続可能な本部体制の構築を図る 年度内に１回実施 防災統括室 危機対策係

3-1 10 被災時に備え、職員の安否・参集状況の確認体制を整備する。
総務部知事公
室

防災統括室 職員安否確認事業
災害時に実用性のある職員安否確認方法に関する検
討

β’化を踏まえた対応策の検討 防災統括室 危機対策係

3-1 11
「災害に強いひと・組織をつくる」という目標達成に向け、毎年度職位基本研修において、防災研修や危機管
理能力向上研修を実施しているが、さらに効果的な研修となるよう検討し、継続して実施する。

総務部
キャリア・ワー
ク・サクセスセ
ンター

職員研修事業
災害や緊急対応時に県職員として対外的に対応できる
能力を身に付けるための研修を実施

職位基本研修において防災及び危機管理に関する研
修を実施

キャリア・ワー
ク・サクセスセ
ンター

企画係

3-1 12
市町村職員に対して、災害時における適正な判断力を養い、防災活動を適確に遂行できるよう、講習会・研
修会等の実施等により、防災業務への習熟を図る。

総務部知事公
室

防災統括室 担当課長会議の開催
防災に係る基本業務や年度の重要事業等を説明し、市
町村防災担当職員等の能力向上に資する

市町村・消防担当課長会議等を開催 防災統括室 防災企画係

3-1 12
市町村職員に対して、災害時における適正な判断力を養い、防災活動を適確に遂行できるよう、講習会・研
修会等の実施等により、防災業務への習熟を図る。

総務部知事公
室

防災統括室 市町村及び関係各課との連携強化
災害時に県と市町村の連携が重要となる業務に関し
て、市町村担当職員に対して連絡会の開催を行い、意
見交換等により連携を強化

地震被害想定、災害対応体制及び備蓄等に関する連
絡会等を開催
（市町村の隘路確認）

防災統括室
防災企画係
危機対策係
防災施設係

3-1 13
大規模災害発生時、被害情報の収集及び支援ニーズの把握等のため、被災市町村役場に派遣する県災害
時緊急連絡員に関する体制を整備する。

総務部知事公
室

防災統括室 災害時緊急連絡員向け研修の実施
災害時緊急連絡員を対象に派遣時に使用する資機材
の使用方法の習熟等を目的とした研修を実施

年度内に１回実施 防災統括室 危機対策係

3-1 14
二次災害防止を目的に被災建築物・宅地の応急危険度判定を行う判定士の高齢化が進んでいる状況であ
り、被災時に応急危険度判定を確実に実施するため、新たな判定士を養成し確保する。

まちづくり推進
局

建築安全課 被災建築物応急危険度判定制度推進事業

県内のみならず、全国での地震災害時の広域支援要
請にも応えるべく、被災建築物応急危険度判定制度の
必要性を周知するとともに、判定技術者の養成・登録を
推進

被災建築物応急危険度判定士の養成・登録を推進す
るため、被災建築物応急危険度判定士養成講習会を
年１回実施

建築安全課 建築審査係

3-1 14
二次災害防止を目的に被災建築物・宅地の応急危険度判定を行う判定士の高齢化が進んでいる状況であ
り、被災時に応急危険度判定を確実に実施するため、新たな判定士を養成し確保する。

まちづくり推進
局

建築安全課 被災宅地危険度判定事業
被災宅地危険度判定制度の必要性を周知するととも
に、被災宅地危険度判定士養成講習会を年１回実施
し、養成・登録を推進

被災宅地危険度判定士の養成・登録を推進するた
め、被災宅地危険度判定士養成講習会を年１回実施

建築安全課
監察・盛土企画
係

3-1 15
大規模災害時に都道府県・市町村間での応援・受援体制を円滑に行うため、自治体間の密な連携に努める
とともに、県内市町村の受援計画（受援マニュアル）の整備を促進する。

総務部知事公
室

防災統括室 市町村災害対応能力向上事業
都道府県間の相互応援協定に基づいた応援要請手
順、応援府県の受入スペース等の想定など、災害時に
活用できる具体的な受援計画を策定

県ガイドラインを踏まえ、市町村に対し受援体制構築
に関する助言等を行う

防災統括室 防災企画係

3-2 1 企業連絡会議で防災関連情報を提供及び共有することにより、企業防災活動の活性化を図る。 産業部 産業創造課 企業防災活動の活性化
企業連絡会議等で防災関連情報を提供、共有すること
により、企業防災活動を活性化

令和8年度に実施される各工業団地協議会等で実施
される企業連絡会議等で防災関連情報を提供、共
有。

産業創造課 企業誘致係

3-2 2
企業の自主的・自立的な行動による自助・共助の意識の向上を図るため、企業向けの啓発として、ＢＣＰ策
定セミナーの開催及びＢＣＰ策定のための相談体制の維持を図る。

産業部 経営支援課 ＢＣＰ策定支援事業 県内中小企業を対象に、ＢＣＰの普及・啓発を実施。
ＢＣＰ策定普及啓発セミナーを１回、ＢＣＰ策定ワーク
ショップを３回開催予定。

経営支援課 経営力向上係

3-2 3
県では、災害により影響を受けた中小企業者等の事業の早期復旧と経営の安定を図るための金融支援を
実施しており、引き続きこうしたセーフティネット策を確保するとともに、被災後の支援のみならず、災害に対
する事前の備えに向けた取組への支援についても検討する。

産業部 経営支援課 制度融資
融資条件（利率・融資限度額など）を奈良県が定め、奈
良県信用保証協会が保証を行い、金融機関が融資を
行う。令和8年度融資枠は390億円

金利、保証料等の補助により県内中小企業のセーフ
ティネットとしての円滑な資金調達を支援

経営支援課 金融支援係

3-2 4
東日本大震災以降、企業においては業務継続体制の再構築を進める中で、首都圏等に立地する本社機能
の移転やサプライチェーンの多重化・分散化の動きが活発化しており、オフィスや生産拠点の本県への立地
を促進するための取組を強化する。

産業部 産業創造課 企業誘致営業力強化事業

立地環境やサポート体制など、企業立地に関する基本
情報を積極的に発信するための機会設定やツールの
整備を行うとともに、誘致等の対象企業や用地の引き
合いのあった企業などの情報を入手し、適切な情報提
供を行うことで、より効果的・効率的な企業誘致を推進

災害時のBCP対策としての有効性をアピールし、県内
への企業誘致を推進。奈良県への立地に関心がある
企業を対象とした商談会の実施。

産業創造課 企業誘致係

3-2 5

災害発生後であっても、道路ネットワークの遮断を防ぎ、企業活動や経済活動を機能不全に陥らせないため
に、紀伊半島アンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部
熊野道路をはじめとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 骨格幹線道路ネットワークの整備推進

京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６
８号小平尾バイパス、国道１６９号奈良中部熊野道路、
桜井吉野線百市工区等の紀伊半島アンカールートを含
む骨格幹線道路ネットワークの整備を推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

国道１６９号高取バイパスの完成供用を目指す等、骨
格幹線道路ネットワークの整備推進

道路建設課
事業係
事業調整係

3-2 5

災害発生後であっても、道路ネットワークの遮断を防ぎ、企業活動や経済活動を機能不全に陥らせないため
に、紀伊半島アンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部
熊野道路をはじめとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 安全・安心を支える道路の整備推進

一般国道４２５号（十津川村）、高野天川線（五條市、野
迫川村、天川村内）、上池原下桑原線（下北山村）等の
安全・安心を支える道路の整備推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

上池原桑原線下北山村深瀬工区の完成供用を目指
す等、安全・安心を支える道路の整備推進

道路建設課 事業係

3-2 5

災害発生後であっても、道路ネットワークの遮断を防ぎ、企業活動や経済活動を機能不全に陥らせないため
に、紀伊半島アンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部
熊野道路をはじめとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

橋りょう耐震補強事業
道路災害防除・応急対策事業

・橋りょう耐震補強事業
　緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
・道路災害防除・応急対策事業
　道路斜面で崩壊等の兆候がある箇所や、斜面危険
度、路線の重要度等を総合的に判断して対策を優先す
べき箇所での崩壊・落石等の防災対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
　国道169号清水谷橋外13橋
・崩壊・落石等の防災対策を実施
　国道169号外18路線

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係
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第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

3-2 6

高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に老朽化することから、インフラの維持管理･更
新を確実に実施するため、定期点検等により確認された修繕が必要な道路施設の早期解消、ライフサイク
ルコストの低減や持続可能な維持管理を実現する予防保全型道路メンテナンスへの転換を推進する。また、
緊急輸送道路等の舗装の長寿命化を図る。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

道路施設老朽化対策事業
道路施設点検・診断事業
道路舗装補修事業

・道路施設老朽化対策事業
　長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
・道路施設点検・診断事業
　効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・道路舗装補修事業
　路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
　五條吉野線柴橋外125橋
　国道168号果無トンネル外41トンネル
　国道168号椿井歩道橋外14施設
・効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
　国道169号外70路線

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係

3-2 7

浸水被害から企業や工業団地が集積する市街地等を守るため、国による大和川直轄遊水地整備や河川改
修を促進する。また、県管理河川の改修や堆積土砂撤去、河道内樹木伐採などの「ながす対策」に加え、１
００年に１度の大雨にも耐えられることを目標とする「奈良県平成緊急内水対策事業」などの「ためる対策」、
避難指示等に活用する水防情報の強化など、ハード対策とソフト対策が一体となった流域治水対策を推進
する。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 直轄河川事業（遊水地整備・河川改修） 直轄遊水地整備や大和川河川改修等を促進 直轄遊水地整備や大和川における河川改修を促進 河川整備課 総務管理係

3-2 7

浸水被害から企業や工業団地が集積する市街地等を守るため、国による大和川直轄遊水地整備や河川改
修を促進する。また、県管理河川の改修や堆積土砂撤去、河道内樹木伐採などの「ながす対策」に加え、１
００年に１度の大雨にも耐えられることを目標とする「奈良県平成緊急内水対策事業」などの「ためる対策」、
避難指示等に活用する水防情報の強化など、ハード対策とソフト対策が一体となった流域治水対策を推進
する。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 河川改良事業

県北西部の治水安全度向上を図るため、河川改良等を
実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

秋篠川等で河川改修を実施 河川整備課 河川整備係

4-1 1
避難所や災害時拠点施設での非常用電源整備等の支援を行うなど、避難生活や災害時の活動に必要なエ
ネルギーの確保を図る。

環境森林部
脱炭素・水素社
会推進課

EV・LPガス発電等を活用した避難所への電
力供給事業

地域の公民館等の小規模な避難所における、災害時に
必要な電力等を自給するための設備導入に対し補助
【対象設備】
①V２H　②V２L　③可搬式蓄電池　④LPガス発電設備
⑤太陽光発電設備＋蓄電池設備（②～④については非
常用照明機器併用も対象）
【補助率】１/２（①～④上限４００千円、⑤上限１，０００
千円）

４００千円×１カ所、１，０００千円×１カ所を想定
脱炭素・水素社
会推進課

脱炭素推進係

4-1 2
現在あるＳＳの継続運営が図れるよう、他府県での先進事例の研究、県内での導入可能性の検討など、対
象市町村と連携した取り組みを行う。

環境森林部
脱炭素・水素社
会推進課

SS過疎地対策
SS（サービスステーション）過疎地での燃料の安定供給
方策の検討等

市町村への説明等を実施
脱炭素・水素社
会推進課

脱炭素推進係

4-1 3
事業所での自立分散型エネルギーの導入を支援するとともに、県内のエネルギー供給力向上として、再生
可能エネルギーの導入を推進すること等により、産業活動における緊急時にも対応可能なエネルギー自給
力の向上を図る。

環境森林部
脱炭素・水素社
会推進課

事業所エネルギー効率的利用推進事業

中小企業者等が行う自立分散型エネルギーの導入に
向けた取組に対し補助
【対象設備】
太陽熱利用システム、停電時自立運転機能付きコー
ジェネレーションシステム、蓄電池、Ｖ２Ｈ等
【補助率】２/３（上限１，０００千円（太陽熱）、２，０００千
円（コージェネ）、上限１，６００千円（蓄電池）、３００千円
（Ｖ２Ｈ））
蓄電池またはＶ２Ｈと同時導入する太陽光発電設備：５
万円/kW（上限６００千円）

太陽熱１，０００千円×５カ所、
コージェネ２，０００千円×７カ所、
蓄電池（太陽光なし）１，６００千円×１１カ所、
蓄電池（太陽光あり）２，２００千円×１カ所、
Ｖ２Ｈ（太陽光なし）３００千円×１カ所、
Ｖ２Ｈ（太陽光あり）９００千円×１カ所を想定

脱炭素・水素社
会推進課

脱炭素推進係

4-1 4
家庭での自立分散型エネルギーの導入を支援するとともに、県内のエネルギー供給力向上として、再生可
能エネルギーの導入を推進すること等により、家庭生活における緊急時にも対応可能なエネルギー自給力
の向上を図る。

環境森林部
脱炭素・水素社
会推進課

スマートハウス普及促進事業

住宅への創エネ・蓄エネ設備の普及を促進するため、
設置経費の一部に対し補助
【対象設備】蓄電池、家庭用燃料電池、太陽熱温水器、
ZEH、V2H

南部東部地域
　家庭用燃料電池　６件＊１１０千円
　Ｖ２Ｈ　３件＊１３０千円
その他の地域
　家庭用燃料電池　１０件＊８０千円
　Ｖ２Ｈ　６件＊１００千円
県全域
　蓄電池　１４０件＊２００千円
　太陽熱利用システム
　　 自然循環型　１０件＊３０千円
     強制循環型　５件＊９０千円
　ネットゼロエネルギーハウス（ZEH）　９件＊２００千
円

脱炭素・水素社
会推進課

脱炭素推進係

4-1 5
迅速な復旧や情報共有を実現するため、ライフライン防災対策連絡会における訓練等を通した災害対応力
の強化を図る。

総務部知事公
室

防災統括室 ライフライン関係機関連携強化事業
大規模災害時に備え、関係機関と情報の共有化と迅速
かつ的確な復旧対策の協力関係を構築するための連
絡会を開催

ライフライン機関、報道機関、学識経験者で構成する
奈良県ライフライン防災対策連絡会を開催

防災統括室 危機対策係

4-1 5
迅速な復旧や情報共有を実現するため、ライフライン防災対策連絡会における訓練等を通した災害対応力
の強化を図る。

総務部知事公
室

防災統括室 ライフライン関係機関連携強化事業

大規模災害時に関係機関の情報連絡体制を確認する
ため、被害や復旧にかかる情報等を迅速かつ的確に収
集・共有・発信する訓練を実施し、対応能力の向上を図
る

ライフライン情報共有発信訓練を実施 防災統括室 危機対策係

4-1 6
平常時からの情報共有、災害訓練参加等を含めた、避難所へのＬＰガスの優先的供給に関する協定を、各
市町村が各ＬＰガス協会支部と締結するよう支援する。

総務部知事公
室

消防救急課 － － － 消防救急課 保安係

4-2 1 水道施設の耐震化への対応及び老朽化対策の促進に向けて支援を行う。 環境森林部 水・大気環境課 －
水道施設の耐震化への対応及び老朽化対策の促進に
向けて支援を行う

災害に備え、水道施設の耐震化・老朽化対策の促進
に向けた助言等を実施

水・大気環境課 水資源政策係

4-2 2
流域下水道施設の重要な施設の耐震化、及び老朽化対策を着実に推進する。また、市町村の下水道施設
の耐震化及び老朽化対策について支援を行う。

県土マネジメン
ト部

下水道マネジメ
ント課

補助流域下水道建設事業
単独流域下水道建設事業

震災時においても最低限の処理をするための施設の耐
震化を実施

耐震化工事を実施（管渠等２箇所）
下水道マネジメ
ント課

事業係

4-2 2
流域下水道施設の重要な施設の耐震化、及び老朽化対策を着実に推進する。また、市町村の下水道施設
の耐震化及び老朽化対策について支援を行う。

県土マネジメン
ト部

下水道マネジメ
ント課

補助流域下水道建設事業
単独流域下水道建設事業

老朽化した下水道施設の老朽化対策を実施
老朽化対策工事を実施（処理場37箇所、管渠等9箇
所）

下水道マネジメ
ント課

事業係

4-2 3 農業集落排水施設の最適整備構想に基づき施設の点検、改築、更新等を団体営事業で実施していく。 食農部 農村振興課 農山漁村地域整備交付金
最適整備構想に基づき、施設の点検、改築および更新
等を団体営事業で実施する

農村振興課
農地環境・水利
防災係

4-3 1

災害発生時には、人員や物資、救助・救急、医療活動など緊急輸送にかかる交通輸送が確保され、被災後
も経済活動を機能不全に陥らせないために、紀伊半島アンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６
８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじめとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進
める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 骨格幹線道路ネットワークの整備推進

京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６
８号小平尾バイパス、国道１６９号奈良中部熊野道路、
桜井吉野線百市工区等の紀伊半島アンカールートを含
む骨格幹線道路ネットワークの整備を推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

国道１６９号高取バイパスの完成供用を目指す等、骨
格幹線道路ネットワークの整備推進

道路建設課
事業係
事業調整係



リスク
シナリオ

枝番 施策の推進方針 担当部局 担当課 事業名 具体的内容 令和８年度の取組 担当課 担当係

第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

4-3 1

災害発生時には、人員や物資、救助・救急、医療活動など緊急輸送にかかる交通輸送が確保され、被災後
も経済活動を機能不全に陥らせないために、紀伊半島アンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６
８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじめとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進
める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 安全・安心を支える道路の整備推進

天理環状線（天理市）等の安全・安心を支える道路の整
備推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

天理環状線九条バイパス、及び喜殿工区等、安全・
安心を支える道路の整備推進 道路建設課 事業係

4-3 1

災害発生時には、人員や物資、救助・救急、医療活動など緊急輸送にかかる交通輸送が確保され、被災後
も経済活動を機能不全に陥らせないために、紀伊半島アンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６
８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじめとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進
める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

橋りょう耐震補強事業
道路災害防除・応急対策事業

・橋りょう耐震補強事業
　緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
・道路災害防除・応急対策事業
　道路斜面で崩壊等の兆候がある箇所や、斜面危険
度、路線の重要度等を総合的に判断して対策を優先す
べき箇所での崩壊・落石等の防災対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
　国道169号清水谷橋外13橋
・崩壊・落石等の防災対策を実施
　国道169号外18路線

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係

4-3 2
平成２３年紀伊半島大水害では、土砂災害による通行止めが頻発し、１７集落が孤立したほか、救護活動等
に支障が生じたことから、紀伊半島アンカールートの強靱化に向け、道路事業と併せ砂防事業での対応を進
める。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

土砂災害対策事業（通常砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業）

土砂災害に対するハード対策（地すべり対策、土石流
対策、急傾斜対策）を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

引き続き、土砂災害に対するハード対策（地すべり対
策、土石流対策、急傾斜対策）を実施

砂防・災害対策
課

砂防係

4-3 2
平成２３年紀伊半島大水害では、土砂災害による通行止めが頻発し、１７集落が孤立したほか、救護活動等
に支障が生じたことから、紀伊半島アンカールートの強靱化に向け、道路事業と併せ砂防事業での対応を進
める。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

土砂災害基礎調査・指定推進事業 土砂災害に対するソフト対策（基礎調査）を実施 ２巡目の土砂災害基礎調査を実施
砂防・災害対策
課

災害対策係

4-3 3 地域の緊急迂回路として、活用可能な県営農道を整備する。 食農部 農村振興課 一般農道整備事業 残る２地区の早期完了を目指す ２地区で農道整備を実施 農村振興課
農地環境・水利
防災係

4-3 4
市町村管理の農道橋については、機能診断を実施し個別施設計画に基づき施設の改築等を団体営事業で
実施していく。

食農部 農村振興課 農山漁村地域整備交付金
個別施設計画に基づき、橋梁の点検、改築等を団体営
事業で実施する

１地区で橋梁の機能診断を実施 農村振興課
農地環境・水利
防災係

4-3 5
山間部において集落間を連絡している国道・県道等の幹線を補完し、災害発生時の迂回路としての活用可
能な林道を整備する。

環境森林部
県産材利用推
進課

県営林道開設事業 林道の開設
地域森林計画の「林道の開設及び拡張に関する計
画」に掲載されている林道の整備を2路線実施

県産材利用推
進課

治山林道係

4-3 6

高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に老朽化することから、インフラの維持管理･更
新を確実に実施するため、定期点検等により確認された修繕が必要な道路施設の早期解消、ライフサイク
ルコストの低減や持続可能な維持管理を実現する予防保全型道路メンテナンスへの転換を推進する。また、
緊急輸送道路等の舗装の長寿命化を図る。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

道路施設老朽化対策事業
道路施設点検・診断事業
道路舗装補修事業

・道路施設老朽化対策事業
　長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
・道路施設点検・診断事業
　効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・道路舗装補修事業
　路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
　五條吉野線柴橋外125橋
　国道168号果無トンネル外41トンネル
　国道168号椿井歩道橋外14施設
・効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
　国道169号外70路線

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係

4-3 7

現東海道新幹線は東西の大動脈であり分断の影響は極めて大きいことから、リニアについては現新幹線と
異なるルートとすることによるリスク分散を図り、より強靱な東西高速交通ルートを形成する必要がある。ま
た、リニア中央新幹線の「奈良市附近駅」が設置されることにより、新たな大動脈の輸送ルートが県内に形成
される。さらに、リニア中央新幹線は、大規模自然災害時においても、支援を遠方から極めて短時間で県内
に受け入れられる輸送ルートとして期待される。そのため、リニア中央新幹線を整備計画通り奈良市附近を
経過地とした三重・奈良・大阪ルートの早期全線整備を国及びＪＲ東海に働きかけるとともに、今後より一層
信頼関係に基づいた実務的な協力関係を強化していく。

県土マネジメン
ト部

リニア・地域交
通課

リニア中央新幹線整備推進事業

リニア中央新幹線の「奈良市附近」の駅位置及び三重・
奈良・大阪ルートの早期確定に向け、沿線自治体と連
携し、機運の醸成及び国やＪＲ東海等に対する要望活
動等を実施

・リニア中央新幹線建設促進奈良県期成同盟会の開
催及び要望活動を実施
・リニア中央新幹線建設促進期成同盟会総会（沿線
同盟会）及び政府要望を実施
・三重・奈良・大阪リニア中央新幹線建設促進大会を
実施

リニア・地域交
通課

リニア・交通ま
ちづくり推進係

4-3 7

現東海道新幹線は東西の大動脈であり分断の影響は極めて大きいことから、リニアについては現新幹線と
異なるルートとすることによるリスク分散を図り、より強靱な東西高速交通ルートを形成する必要がある。ま
た、リニア中央新幹線の「奈良市附近駅」が設置されることにより、新たな大動脈の輸送ルートが県内に形成
される。さらに、リニア中央新幹線は、大規模自然災害時においても、支援を遠方から極めて短時間で県内
に受け入れられる輸送ルートとして期待される。そのため、リニア中央新幹線を整備計画通り奈良市附近を
経過地とした三重・奈良・大阪ルートの早期全線整備を国及びＪＲ東海に働きかけるとともに、今後より一層
信頼関係に基づいた実務的な協力関係を強化していく。

県土マネジメン
ト部

リニア・地域交
通課

リニア中央新幹線調査検討事業
ＪＲ東海から協力を求められる、地方自治体としての役
割を果たすため、リニア中央新幹線の整備推進に向け
た調査検討を実施

リニア中央新幹線の整備促進に関する調査・検討を
実施
（令和８年度は予算要求なし）

リニア・地域交
通課

リニア・交通ま
ちづくり推進係

5-1 1
農業用ため池のうち、決壊した場合に下流の家屋等に影響を及ぼすおそれのある防災重点農業用ため池に
ついて老朽度や耐震性能等の調査を進めるとともに、調査結果に基づく対策の着手を推進する。

食農部 農村振興課
県営防災対策事業
団体営防災対策事業

防災重点農業用ため池の老朽度や耐震性能等の調査
を実施する市町村に対して支援するとともに、県営・団
体営事業により対策工事を行う。

老朽度や耐震性能等の調査を18市町で実施。5地区
で対策工事を実施。

農村振興課
農地環境・水利
防災係

5-1 2
県管理ダム等の適切な維持管理を行うため、老朽化対策を推進するとともに、南海トラフ巨大地震等に備え
た耐震対策を行う。そのほか、県内に設置されている国、市、水資源機構、関西電力、電源開発等が管理す
る各ダム施設についても、老朽化対策及び耐震対策を促進する。

県土マネジメン
ト部

河川整備課
補助ダム堰堤改良事業
ダム施設維持修繕

県管理ダムについて、長寿命化計画に基づいた修繕を
実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

県管理ダムのダム管理用設備の更新、修繕工事など
を実施

河川整備課 河川整備係

5-1 3 県管理砂防関係施設の適切な維持管理を行うため、老朽化対策を推進する。
県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

土砂災害対策事業（老朽化対策）
適切な維持管理のため施設点検を実施。また、老朽化
により損傷の著しい施設に対策を実施。

適切な維持管理のため施設点検を実施。また、老朽
化により損傷の著しい施設に対策を実施。

砂防・災害対策
課

砂防係

5-1 4
越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすための危機管理型ハード対策や既存堤防
の質的改良を推進する。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 河川改良事業

洪水時の堤防決壊等による被害の軽減・回避を図るた
め、堤防の補強や漏水、浸透対策等を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

堤防の浸透対策を実施 河川整備課 河川整備係

5-1 5
紀伊半島大水害で深層崩壊による河道閉塞が発生した赤谷地区等６地区における国の砂防事業の着実な
実施に併せ、土砂の生産・流出が著しい熊野川流域全体において、国による土砂災害対策計画の策定・実
施によって、地域の安全・安心を向上させる。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

直轄砂防事業（紀伊山系） 紀伊山系における大規模土砂災害対策等を促進 紀伊山系における土砂災害対策を促進
砂防・災害対策
課

砂防係

5-1 6
亀の瀬地すべりについては、地すべりが再発した場合の地域への影響の大きさに鑑み、国による事業の継
続と施設の維持管理、及び万全な監視・観測体制に併せ、関係機関との連絡体制の強化など、豪雨及び地
震の想定を含めた危機管理体制の構築を図ることで、地域の安全・安心を向上させる。

県土マネジメン
ト部

河川整備課 直轄地すべり対策事業（亀の瀬地区） 亀の瀬地すべり対策事業を促進 亀の瀬地すべり対策を促進 河川整備課 総務管理係

5-2 1 中山間地域等の耕作放棄の発生予防や営農の維持を継続していく。 食農部 農村振興課 中山間地域等直接支払事業
中山間地域等の耕作放棄の発生予防や多面的機能を
確保するため、集落協定に基づき5年間以上継続して
農業生産活動等を行う農業者等に交付金を交付する

関係市町村を通じ、２８０協定集落に交付金を交付 農村振興課
検査管理・農村
地域づくり係

5-2 2
農地や農業用施設を適正に維持管理していくために集落単位で実施する基礎的な保全活動を継続してい
く。

食農部 農村振興課 多面的機能支払事業
農地・農業用施設等の地域資源の適切な保全管理活
動、多面的機能の維持のための地域の共同活動を行う
活動組織に交付金を交付する

関係市町村を通じ、２９０活動組織に交付金を交付 農村振興課
検査管理・農村
地域づくり係

5-2 3
林業の採算性の悪化等により、間伐等の必要な森林整備が十分に行われていない状況にある。補助金など
の支援事業及び啓発などの普及事業により、森林整備の促進を図る。

環境森林部
県産材利用推
進課

奈良県木材生産推進事業

大規模集約化団地において、作業道の開設などの基盤
整備と併せて集約化・機械化を進め、低コストでの木材
生産を実践していく意欲ある事業体に対して重点的に
支援

間伐、作業道開設等の森林整備
・間伐４８ｈa
・作業道１３千ｍ

県産材利用推
進課

安定供給推進
係



リスク
シナリオ

枝番 施策の推進方針 担当部局 担当課 事業名 具体的内容 令和８年度の取組 担当課 担当係

第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

5-2 3
林業の採算性の悪化等により、間伐等の必要な森林整備が十分に行われていない状況にある。補助金など
の支援事業及び啓発などの普及事業により、森林整備の促進を図る。

環境森林部
県産材利用推
進課

森林資源適正管理推進事業
集約化に取り組む意欲と実行力のある者が搬出間伐及
びこれに必要な森林作業道その他の保育に対する支
援

造林、間伐、作業開設等の森林整備
・１８市町村
・森林整備面積　２０７ ha
・作業道４千ｍ

県産材利用推
進課

安定供給推進
係

5-2 3
林業の採算性の悪化等により、間伐等の必要な森林整備が十分に行われていない状況にある。補助金など
の支援事業及び啓発などの普及事業により、森林整備の促進を図る。

環境森林部
県産材利用推
進課

森林の多面的機能強化促進事業
森林の多面的機能を高度に発揮する森林づくりを促進
するため、集約化団地での利用間伐に対し支援

間伐による森林整備
・間伐１５０ha

県産材利用推
進課

安定供給推進
係

5-2 3
林業の採算性の悪化等により、間伐等の必要な森林整備が十分に行われていない状況にある。補助金など
の支援事業及び啓発などの普及事業により、森林整備の促進を図る。

環境森林部
県産材利用推
進課

花粉発生源対策促進事業 花粉症対策苗木等への植え替え 花粉症対策苗木等への植え替え
県産材利用推
進課

安定供給推進
係

5-2 3
林業の採算性の悪化等により、間伐等の必要な森林整備が十分に行われていない状況にある。補助金など
の支援事業及び啓発などの普及事業により、森林整備の促進を図る。

環境森林部
県産材利用推
進課

持続的林業確立対策事業
意欲と能力のある経営体が実施する、生産基盤強化区
域内における、間伐及びこれに必要な森林作業道、そ
の他森林整備に対する支援

―
県産材利用推
進課

安定供給推進
係

5-2 3
林業の採算性の悪化等により、間伐等の必要な森林整備が十分に行われていない状況にある。補助金など
の支援事業及び啓発などの普及事業により、森林整備の促進を図る。

環境森林部
県産材利用推
進課

林業機械リース導入支援事業

より効率的で低コストな素材生産が可能な作業システ
ム・林業機械の導入を図るため、一定規模以上の素材
生産事業者への林業機械の導入を促進するため、導入
手段の多様化が図れ、初期投資負担も少ない等のメ
リットがあるリース方式による林業機械の導入に対する
支援

高性能林業機械導入　１台
県産材利用推
進課

安定供給推進
係

5-2 4
土砂の流出や崩壊などを防止する防災機能を始めとする森林の有する多面的な機能を高度に発揮させるた
め、新たな森林環境管理制度を推進する。また、その制度を担う人材を奈良県フォレスターアカデミーにおい
て養成する。

環境森林部 森林環境課
新たな森林環境管理体制導入推進事業
奈良県フォレスターアカデミー運営推進事業

土砂の流出や崩壊などを防止する防災機能を始めとす
る森林の有する多面的な機能を高度に発揮させるた
め、新たな森林環境管理制度を推進する。また、その制
度を担う人材を奈良県フォレスターアカデミーにおいて
養成する。

土砂の流出や崩壊などを防止する防災機能を始めと
する森林の４機能を高度に発揮させるため、新たな森
林環境管理制度を推進する。また、その制度を担う人
材を奈良県フォレスターアカデミーにおいて養成する。
さらに、奈良県フォレスターの4期生5名を町村及び森
林技術センターに配置し、森林環境管理業務を担わ
せる。

森林環境課 共生推進係

5-2 5
農地及び老朽化した農業水利施設を整備し、災害に強い地域づくりを推進しており、これまで基盤整備事業
により実施している。引き続き、農地・農業水利施設を整備する。

食農部 農村振興課
農業水利施設整備・診断事業
県営ほ場整備事業
県営畑地帯総合整備事業

災害に強い地域づくりを推進するため、引き続き基盤整
備、農業水利施設改修整備を行い、早期完了を目指す

８地区で老朽化した農業水利施設の改修を実施
５地区で農業基盤整備を実施

農村振興課
農地環境・水利
防災係

5-2 6 河川に設置されている農業用井堰における機能保全計画を策定する。 食農部 農村振興課 農業水利施設整備・診断事業
井堰の機能診断を行い、計画的な整備構想を作成する
市町村に対して補助

― 農村振興課
農地環境・水利
防災係

5-2 7
林地崩壊箇所の復旧を推進するとともに、既存の治山施設の機能の維持及び増進に努めるため、保全対象
の重要性・緊急性を勘案しながら、治山施設整備を推進する。

環境森林部
県産材利用推
進課

治山施設維持修繕事業 既存治山施設の維持修繕 県内一円の既設治山施設において3箇所程度実施
県産材利用推
進課

治山林道係

5-2 7
林地崩壊箇所の復旧を推進するとともに、既存の治山施設の機能の維持及び増進に努めるため、保全対象
の重要性・緊急性を勘案しながら、治山施設整備を推進する。

環境森林部
県産材利用推
進課

治山事業 林地崩壊箇所等の復旧

県内3流域（大和・木津川、吉野、北山・十津川）にお
ける地域森林計画の「保安林の整備及び治山事業に
関する計画」に掲載されている箇所のうち43箇所での
治山事業実施

県産材利用推
進課

治山林道係

6-1 1

国が策定した「災害廃棄物対策指針」を活用して、県地域防災計画に掲げる事項について、広域処理の観
点からさらに実用的なものとするため「奈良県災害廃棄物処理計画」を策定した。この計画を国・県・市町村
等が情報共有することにより、各主体の対応能力の向上、広域的な相互支援体制の整備等を促進するとと
もに、各市町村における災害廃棄物処理計画の策定及び見直しを促進・支援する。

環境森林部 廃棄物対策課 災害廃棄物処理対策の推進

今後高い確率で発生が予想されている大規模災害に
備え、災害廃棄物の迅速かつ適正な処理に向けて、各
市町村に対し、より実効性のある計画への改訂を支
援。

「奈良県災害廃棄物対策連絡会」及び「教育・訓練」を
通じ、各市町村に対し、より実効性のある計画への改
訂を支援。

廃棄物対策課 一般廃棄物係

6-1 2
現在、一部市町村ではストックヤードが確保されているが、大規模災害時に必要な面積を確保できていない
現状であるため、県内におけるストックヤードを確保する。

環境森林部 廃棄物対策課 災害廃棄物処理対策の推進

大規模災害時にできる限り速やかに必要な仮置場を確
保できるよう、県と市町村が連携して、地域防災計画に
おける空き地等の利用方針等とも調整しながら、仮置
場の計画・確保対策に取り組む。

「奈良県災害廃棄物対策連絡会」及び「教育・訓練」を
通じ、県と市町村が連携して、地域防災計画における
空き地等の利用方針等とも調整しながら、仮置場の
計画・確保対策に取り組む。

廃棄物対策課 一般廃棄物係
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県内の多くのごみ焼却施設では老朽化が進むとともに、非常用発電機や水等の資機材を備えていないた
め、災害時にインフラ等の遮断により自立して稼働できなくなる可能性がある。そのため、災害時にも自立し
て稼働できるよう非常用発電機やその他資機材を備えた施設について、整備計画の作成及び実施を促進す
る。

環境森林部 廃棄物対策課 災害廃棄物処理対策の推進
市町村における施設の点検、整備、更新等の機会をと
らえて、非常用発電機等の整備やその他資機材の確保
に努めるよう促す。

エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイ
クル推進施設が災害時でも稼働できるよう、市町村に
よる整備を支援する。

廃棄物対策課 一般廃棄物係

6-1 4 災害発生時に迅速・適正に廃棄物処理を行えるよう、訓練の実施を推進する。 環境森林部 廃棄物対策課 災害廃棄物処理対策の推進

平常時から大規模災害に備える体制を整備・維持する
ため、県・市町村合同の「教育・訓練」を実施。市町村へ
呼びかけを強化し、参加率を高めることで、県全体の対
応力の底上げを図る。

平常時から大規模災害に備える体制を整備・維持す
るため、県・市町村合同の「教育・訓練」を実施。市町
村へ呼びかけを強化し、参加率を高めることで、県全
体の対応力の底上げを図る。

廃棄物対策課 一般廃棄物係
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道路の安全・安心を確保するとともに、道路のサービスレベルの維持・向上を図るため、道路台帳、道路占
用台帳のデジタル化や、道路情報表示システムの一元化等、新技術の積極的な活用をしながら、効率的・
効果的な維持・管理を推進する。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

道路管理費（委託分）
道路調査費
道路管理デジタル化推進事業

・道路管理費（委託分）
・道路調査費
　道路及び道路施設の点検調査、雨量や災害履歴の
関係性の分析により現状を把握することで、適正な道
路管理のための基礎データとして活用するとともに、道
路施設の修繕費の縮減を図るデータとしても活用
・道路管理デジタル化推進事業
　デジタル技術を活用した効率的な道路管理の推進

・通行規制ホームページ管理委託
・奈良県道路施設共通データベースシステムの運用
・道路防災情報システムの構築

道路マネジメン
ト課

道路管理係
道路メンテナン
ス係

6-2 2 樋門の遠隔操作やカメラを活用した遠隔監視等により、河川管理の効率化・省力化を図る。
県土マネジメン
ト部

河川整備課 河川改良事業
樋門の改良にあたり、自動化を推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

かんでん川で樋門の改良を検討 河川整備課 河川整備係

6-2 3
迅速な避難に役立つ土砂災害危険度情報や土砂災害警戒区域、法規制箇所などをより効果的に発信・提
供するため、新たなリスク情報の公表や情報発信ツールの改善を行うなど、引き続き、市町村及び住民への
避難行動に役立つ情報の効果的な発信を推進する。

県土マネジメン
ト部

砂防・災害対策
課

災害リスク情報システム整備事業
災害リスク情報システムや砂防・災害対策課HPを活用
したデータベース化及び情報発信を実施

災害リスク情報システム等を活用した危険度情報等
の情報発信、最新の土砂災害警戒区域等の情報発
信、法規制箇所のデータベース化及び情報発信につ
いて実施

砂防・災害対策
課

総務管理係
災害対策係

6-2 4
下水道施設の点検・調査について、自走式テレビカメラやドローン等のデジタル技術を活用し、効率的・効果
的な維持管理を推進する。

県土マネジメン
ト部

下水道マネジメ
ント課

補助流域下水道建設事業
単独流域下水道建設事業

デジタル技術の活用を検討し、管渠内調査を実施 管渠内調査を実施（24km）
下水道マネジメ
ント課

事業係

6-2 5
ＡＩカメラによる混雑状況等の情報発信などデジタル技術を活用した公園施設の効率的・効果的な維持管理
を推進する。

まちづくり推進
局

公園企画課 補助都市計画公園事業
公園来園者に対して、DXを用いて、リアルタイムで情報
を提供するシステムの構築

馬見丘陵公園で、駐車場の満空情報等を、来園者に
対して提供する、情報システムを検討

公園企画課 都市公園係

6-2 6
受発注者の業務の効率化を図り、働き方改革を進めるため、これまでの対面主義からオンラインを活用した
工事情報の共有などを進め、インフラ整備の担い手である建設業者と発注者の業務の効率化を推進する。

県土マネジメン
ト部

技術管理課
オンラインを活用した受発注者の業務の効率
化

・情報共有システム（ＡＳＰ方式）の活用を促進
・建設現場において「段階確認、立会、材料確認」に遠
隔臨場を活用

・土木工事および土木設計業務等においてASP方式
の情報共有システムの試行利用を促進
・土木工事において遠隔臨場の試行を促進

技術管理課
土木検査・積算
情報係

6-2 7
生産性向上を図るため、工事施工での「３次元起工測量」「３次元設計データ作成」「ＩＣＴ建設機械による施
工」「３次元出来形管理等の施工管理」「３次元データの納品と検査」等に取り組み、建設工事でのＩＣＴ活用
拡大を推進する。

県土マネジメン
ト部

技術管理課 建設工事におけるICT活用の普及拡大
・ＩＣＴ活用に関する講習会、現場見学会、研修等を実施
・総合評価落札方式等での加点等によりＩＣＴ活用を促
進

・ICT活用に関する講習会等を実施
・総合評価方式においてＩＣＴ活用を評価項目に設定

技術管理課

土木検査・積算
情報係
品質管理グ
ループ



リスク
シナリオ

枝番 施策の推進方針 担当部局 担当課 事業名 具体的内容 令和８年度の取組 担当課 担当係

第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業

6-2 8
減少する建設業就業者の確保に向けた取組が進められているが、災害時の復旧・復興はもとより今後対応
が迫られる施設の老朽化対策などを着実に進めていくために、担い手確保・育成対策や就労環境改善に向
けた取組を推進する。

県土マネジメン
ト部

建設産業課 技術と経営に優れた事業者育成事業
１級・２級土木施工管理技術検定試験講習及び建設業
法等の法令講習を実施

１級・２級土木施工管理技術検定試験講習及び建設
業法等の法令講習を実施

建設産業課
建設産業振興
係

6-2 8
減少する建設業就業者の確保に向けた取組が進められているが、災害時の復旧・復興はもとより今後対応
が迫られる施設の老朽化対策などを着実に進めていくために、担い手確保・育成対策や就労環境改善に向
けた取組を推進する。

県土マネジメン
ト部

建設産業課 建設業・キャリア教育連携事業
中学校・高校での「キャリア教育」を活用して建設業を紹
介するため、建設業者による「出前授業」等の実施を支
援

中学校・高校での「キャリア教育」を活用して建設業を
紹介するため、建設業者による「出前授業」等の実施
を支援

建設産業課
建設産業振興
係

6-2 8
減少する建設業就業者の確保に向けた取組が進められているが、災害時の復旧・復興はもとより今後対応
が迫られる施設の老朽化対策などを着実に進めていくために、担い手確保・育成対策や就労環境改善に向
けた取組を推進する。

県土マネジメン
ト部

建設産業課 建設業採用力向上事業
建設業者における「採用力」を向上するため、建設業者
向けセミナーや専門家派遣を実施

建設業者における「採用力」を向上するため、建設業
者向けセミナーや専門家派遣を実施

建設産業課
建設産業振興
係

6-2 9
災害発生時に迅速な応急対策等を行うため、平常時から防災関係機関や各種業界団体と連携強化を図る
とともに、災害対策に係る業務についてあらかじめ協定を締結するなど、民間機関のノウハウや能力等を活
用できる体制を構築する。

関係部局 関係部局 －
平常時から防災関係機関や各種業界団体と連携強化
を図る

平常時から防災関係機関や各種業界団体と連携強
化を図る

関係部局 関係部局

6-3 1
大規模災害時の被災者支援のため、応急仮設住宅を必要とする際、速やかに対処するために、建設候補地
の抽出や関係団体等との連携の取組を進める。

まちづくり推進
局

住宅課 協定に基づいた連携の強化
災害発生時に（一社）プレハブ建築協会等との協定に
基づき速やかに応急仮設住宅の設置や応急修理がで
きるよう連携を図る

・災害発生時に（一社）プレハブ建築協会等との協定
に基づき速やかに応急仮設住宅を建設できるよう連
携体制を維持
・不動産関連団体との協定に基づき、速やかに借上
げ型仮設住宅を供与するための実施要領を策定
・建築労働組合との協定に基づき、速やかに応急修
理を支援するための実施要領を策定

住宅課 住まい企画係
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発災前から精神科医療を受けていた人に対する診療や、災害ストレス等により新たに生じた精神的不健康
に対応するため、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の設置を促進する。

医療政策局
疾病対策課（精
神保健福祉セ
ンター）

災害派遣精神医療チーム（DPAT）体制強化
事業

被災地等において専門性の高い精神医療の提供と精
神保健活動の支援を行うため、大規模災害等の発生に
備え研修等を開催する。

・ＤＰＡＴ隊員数を確保するため、国開催のＤＰＡＴ養成
研修を受講
・県内の精神科医療機関係者を対象にＤＰＡＴ研修会
を実施
・医療機関、精神保健福祉センターやその他関係者を
含めた連絡会を開催

疾病対策課
（精神保健福祉
センター）

精神保健係
（相談教育指導
係）

6-3 3
発災時、高齢者や障害者、子ども等の地域の災害時要配慮者は、生活機能の低下や要介護度の重度化な
どの二次被害が生じる可能性があり、これらの福祉ニーズに対応するためＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）に
よる支援体制を強化する。

福祉保険部 総務課 奈良県災害福祉支援ネットワーク運営事業
福祉分野の広域的なネットワークを構築・運用し、災害
派遣福祉チームの派遣体制を整備

奈良県災害福祉支援ネットワーク会議の開催および、
チーム員養成研修を実施

福祉保険部総
務課

総務調整係

6-3 4
市町村が適正な住家等の被害認定調査を行い、罹災証明書の迅速な発行等の被災者生活再建支援を円
滑に実施するため、市町村担当者のための研修機会の拡充等を図る。

総務部知事公
室

防災統括室 －
関西広域連合eラーニングシステム「家屋被害認定業務
研修プログラム」を活用した研修機会の拡充を図る

関西広域連合eラーニングシステム「家屋被害認定業
務研修プログラム」を活用した研修機会の拡充を図る

防災統括室 防災企画係

6-3 5
能登半島地震を機に災害ボランティアの重要性への認識が高まっている。今後の大規模災害に備え、新た
な担い手の掘り起こしに加え、災害ボランティア登録者への研修や情報提供を継続的に実施する。

地域創造部 県民くらし課
災害ボランティア本部機能強化事業

災害中間支援組織体制整備事業

平時より災害ボランティアの養成を継続的に行い、ボラ
ンティアや関係機関等との連携構築を図ることで、発災
後、迅速に支援活動を行える体制を整備

さらに、災害中間支援組織の機能強化を進めるワーク
ショップの実施

・奈良防災プラットフォーム連絡会の運営
・災害ボランティア登録者連絡会
・災害ボランティア養成研修（特別講座・入門セミ
ナー）
・災害ボランティア出前講座
・災害中間組織の機能強化を進めるワークショップ
・被災者支援コーディネーター研修　等

県民くらし課 協働推進係
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能登半島地震を機に災害ボランティアの重要性への認識が高まっている。今後の大規模災害に備え、新た
な担い手の掘り起こしに加え、災害ボランティア登録者への研修や情報提供を継続的に実施する。

地域創造部 県民くらし課
災害ボランティア本部機能強化事業

災害中間支援組織体制整備事業

平時より災害ボランティアの養成を継続的に行い、ボラ
ンティアや関係機関等との連携構築を図ることで、発災
後、迅速に支援活動を行える体制を整備

さらに、災害中間支援組織の機能強化を進めるワーク
ショップの実施

・奈良防災プラットフォーム連絡会の運営
・災害ボランティア登録者連絡会
・災害ボランティア養成研修（特別講座・入門セミ
ナー）
・災害ボランティア出前講座
・災害中間組織の機能強化を進めるワークショップ
・被災者支援コーディネーター研修　等

県民くらし課 協働推進係
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大規模災害では複数市町村にわたる被災が想定されるため、市町村広域での災害支援ネットワークの構築
を図るとともに、県外からの支援団体の広域での受入体制を整備する。

地域創造部 県民くらし課 市町村災害支援ネットワーク推進事業

県内での大規模災害発生に備え、市町村の災害時に
おける被災者支援体制を強化し、さらに、平時から災害
ボランティアセンターを軸とした災害ネットワークを構築
するとともに、県外からの外部支援団体を効果的に被
災地支援へ調整するための県域のコーディネーション
の強化

・市町村の災害支援体制の強化支援
・災害ボランティアセンターを軸とした被災者支援ネッ
トワークの構築
・専任コーディネーターの配置
・ＩＣＴを活用した災害対応力の強化

県民くらし課 協働推進係

6-3 8
地震保険、火災保険及び共済等は被災者の生活再建にとって有効な手段の一つであるため、県民に対して
保険等制度の普及促進を図る。

総務部知事公
室

防災統括室、
消防救急課

－
奈良県公式YouTubeを活用して地震に対する日頃から
の備えなどを伝えることにより地震保険加入への必要
性を認識されるよう促していく

奈良県公式YouTubeを活用して地震に対する日頃か
らの備えなどを伝えることにより地震保険加入への必
要性を認識されるよう促していく

防災統括室 防災企画係

6-3 9
発災後に土地所有者等の立会による確認等を要することなく迅速に土地の境界を復元できるよう、地籍の
明確化を推進する。

食農部 農村振興課 地籍調査事業

一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、境界、地
積を調査・測量を行い、地積簿及び地籍図を作成し、地
籍を明確にする。延いては法務局が不動産登記法第１
４条第１項の地図として備え付けることにより、地籍整
備を推進する。

継続２６市町村、再開２市にて実施
（継続）奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井
市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、宇陀市、山添
村、平群町、斑鳩町、安堵町、三宅町、曽爾村、御杖
村、高取町、上牧町、河合町、下市町、天川村、野迫
川村、十津川村、川上村、東吉野村
（再開）大和高田市、葛城市

農村振興課 企画・地籍係
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道路ネットワークの遮断を防ぎ、災害発生後の被災者の速やかな生活再建を支援するために、紀伊半島ア
ンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじ
めとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 骨格幹線道路ネットワークの整備推進

京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６
８号小平尾バイパス、国道１６９号奈良中部熊野道路、
桜井吉野線百市工区等の紀伊半島アンカールートを含
む骨格幹線道路ネットワークの整備を推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

国道１６９号高取バイパスの完成供用を目指す等、骨
格幹線道路ネットワークの整備推進

道路建設課
事業係
事業調整係
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道路ネットワークの遮断を防ぎ、災害発生後の被災者の速やかな生活再建を支援するために、紀伊半島ア
ンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじ
めとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路建設課 安全・安心を支える道路の整備推進

枚方大和郡山線（奈良市）等の安全・安心を支える道路
の整備推進
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

枚方大和郡山線中町工区等、安全・安心を支える道
路の整備推進 道路建設課 事業係



リスク
シナリオ

枝番 施策の推進方針 担当部局 担当課 事業名 具体的内容 令和８年度の取組 担当課 担当係

第２期奈良県国土強靱化地域計画（R3～R8）第３期奈良県国土強靱化地域計画（R8～R13） 奈良県国土強靱化アクションプラン２０２６実施事業
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道路ネットワークの遮断を防ぎ、災害発生後の被災者の速やかな生活再建を支援するために、紀伊半島ア
ンカールートを構成する京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路をはじ
めとする骨格幹線道路ネットワーク等の整備を進める。
また、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面や盛土の防災対策を推進し、緊急輸送道路等の道
路ネットワーク機能を確保する。

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

橋りょう耐震補強事業
道路災害防除・応急対策事業

・橋りょう耐震補強事業
　緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
・道路災害防除・応急対策事業
　道路斜面で崩壊等の兆候がある箇所や、斜面危険
度、路線の重要度等を総合的に判断して対策を優先す
べき箇所での崩壊・落石等の防災対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
　国道169号清水谷橋外13橋
・崩壊・落石等の防災対策を実施
　国道169号外18路線

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係

6-3 11

高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に老朽化することから、インフラの維持管理･更
新を確実に実施するため、定期点検等により確認された修繕が必要な道路施設の早期解消、ライフサイク
ルコストの低減や持続可能な維持管理を実現する予防保全型道路メンテナンスへの転換を推進する。また、
緊急輸送道路等の舗装の長寿命化を図る

県土マネジメン
ト部

道路マネジメン
ト課

道路施設老朽化対策事業
道路施設点検・診断事業
道路舗装補修事業

・道路施設老朽化対策事業
　長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
・道路施設点検・診断事業
　効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・道路舗装補修事業
　路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
※別冊「奈良県国土強靭化地域計画に基づき実施する
事業」参照

・長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
　五條吉野線柴橋外125橋
　国道168号果無トンネル外41トンネル
　国道168号椿井歩道橋外14施設
・効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょ
う、トンネル等の点検を実施
・路面の破損が進行し、安全な通行に支障をきたす箇
所の対策を実施
　国道169号外70路線

道路マネジメン
ト課

道路メンテナン
ス係
道路環境向上
係
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国宝、重要文化財が多い本県においては、令和２年７月に文化財の防火対策を総合的かつ計画的に推進
し、もって文化財を次世代へ確実に継承することを目的に「奈良県文化財防火対策推進条例」を制定してお
り、災害時における文化財の被害低減を図るため、保存修理や環境整備などの整備を着実に実施するとと
もに、引き続き関係機関などが連携した啓発活動や防災・防火設備の設置促進、安全確保などの取組を推
進する。

地域創造部 文化財課 文化財防災対策事業
・自動火災報知器、消火栓等設備の整備等への補助
・消防法に基づき所有者等により実施され自火報等消
火設備の保守点検業務への補助の実施

防災設備整備補助　　１０件（予定）
保守点検業務補助　　１６７件（予定）

文化財課 建造物係


